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税務訴訟資料 第２６６号－２３（順号１２８０１） 

東京地方裁判所 平成●●年（○○）第●●号 法人税更正処分取消等請求事件 

国側当事者・国（麻布税務署長） 

平成２８年２月１８日棄却・控訴 

判 決 

原告 株式会社Ｃ 

同代表者代表取締役 甲 

同訴訟代理人弁護士 加藤 豊三 

同 佐久間 敦子 

同 松本 大 

同 岡本 広海 

被告 国 

同代表者法務大臣 岩城 光英 

処分行政庁 麻布税務署長 

小亦 斉 

指定代理人 中野 康典 

同 齋藤 誠密 

同 小原 弘行 

同 森重 良二 

同 玉井 真紀 

同 中藤 修治 

主 文 

１ 原告の請求をいずれも棄却する。 

２ 訴訟費用は原告の負担とする。 

事実及び理由 

第１ 請求 

麻布税務署長が平成２２年９月２９日付けでした原告の平成１７年１月１日から同年１２月

３１日までの事業年度の法人税の更正処分のうち、所得金額マイナス５４１６万１１２７円、

納付すべき税額０円を超える部分及び重加算税の賦課決定処分（ただし、いずれも平成２７年

５月７日付け裁決により一部取り消された後のもの）をそれぞれ取り消す。 

第２ 事案の概要 

本件は、原告が、平成１７年１月１日から同年１２月３１日までの事業年度（以下「本件事

業年度」という。）の法人税について確定申告（以下「本件確定申告」という。）をしたところ、

麻布税務署長から、本件確定申告は、ビルの売却に関して架空の譲渡原価を計上し、固定資産

売却益を過少に申告したものであるとして、更正処分（以下「本件更正処分」という。）及び重

加算税の賦課決定処分（以下「本件賦課決定処分」といい、本件更正処分と併せて「本件更正
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処分等」という。）を受けたことから、本件更正処分等には手続上の瑕疵がある上、計上した譲

渡原価は架空のものではなく、他にも損金の額に算入すべき未申告の費用や貸倒損失等が存在

しているなどと主張して、本件更正処分等（ただし、いずれも平成２７年５月７日付け裁決に

より一部取り消された後のもの）の取消しを求める事案である。 

１ 前提事実（争いのない事実、顕著な事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認

められる事実） 

（１）原告等について 

 原告は、昭和６２年３月●日に、東京都港区を本店所在地として設立された、ゴルフ場の

経営及びゴルフ会員権の売買等を事業目的とする資本金１０００万円の株式会社であり、設

立以降、代表取締役が数回にわたり変更された後、平成１７年１月６日付けで甲（以下「甲」

という。）が代表取締役に就任し、現在に至っている。 

 乙こと丙（以下「乙」という。）は、原告の実質的な経営者である。 

（２）Ｄビルの売買の経緯等 

ア 東京都中央区に所在した通称「Ｄビル」という地下１階、地上６階建ての商業ビル（以

下「Ｄビル」という。）は、昭和３年に地下１階と地上５階までの部分（以下「Ａ部分」と

いう。）が建築され、昭和４０年１０月に５階の一部と６階部分（以下「Ｂ部分」という。）

が増築されたものである（乙１７、１８、弁論の全趣旨）。 

 なお、Ｄビルの敷地については、昭和５８年１２月以降、有限会社Ｅ（以下「Ｅ」とい

う。）が所有権を有し、Ｄビルのために借地権を設定している（乙１９、弁論の全趣旨）。 

イ 原告は、平成１０年１１月１３日、東京地方裁判所の競売手続において、Ａ部分の持分

４分の３について、保証金６２６５万円を提供して買受けの申出をし、平成１１年７月●

日、残代金２億５０５７万円を納付してその所有権を取得した（買受価額合計３億１３２

２万円）（甲４（３頁）、乙１７、３６（４頁）、弁論の全趣旨）。 

ウ 原告は、平成１１年３月４日頃、Ａ部分の残りの持分４分の１について、株式会社Ｆか

ら、Ｅの借地権譲渡の承諾を停止条件として、代金２億７０００万円で買い受ける旨の売

買契約を締結し、その後、２回にわたる代金減額の合意を経て、平成１２年１２月２５日

頃までに最終的な売買代金２億２０００万円の支払を終了してその所有権を取得した（甲

４（３頁）、弁論の全趣旨）。 

エ 原告は、平成１６年６月２４日、Ｇ株式会社（以下「Ｇ」という。）との間で、Ｇが原告

に対してＢ部分の所有権を移転し、原告に対するＧの全株式の譲渡代金と併せて合計４億

７０００万円を原告がＧに支払う旨の契約をし、その代金を支払った（乙２０、弁論の全

趣旨）。 

オ 原告は、平成１７年７月２７日、株式会社Ｈ（以下「Ｈ」という。）との間で、Ｄビルに

つき、代金４４億円の借地権付建物売買契約を締結し、同月２９日、Ｈから、Ｅへの借地

権譲渡承諾料等合計４億３０００万円を差し引いた売却代金残額３９億７０００万円を振

込送金により受け取った。（甲４（４頁）、乙３６（６頁）、弁論の全趣旨） 

（３）原告の確定申告等 

ア 原告は、設立以来、法人税の確定申告を行っていなかったが、平成１７年３月８日、青

色申告書以外の申告書により、平成１２年１月１日から同年１２月３１日までの事業年度

（以下「平成１２年１２月期」という。）ないし平成１６年１月１日から同年１２月３１日
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までの事業年度の５期分の法人税について、期限後申告をした（乙２～６）。 

 また、原告は、平成１７年３月８日、麻布税務署長に対し、平成１８年１月１日から同

年１２月３１日までの事業年度（以下「平成１８年１２月期」という。）から、法人税の申

告書を青色申告書によって提出したい旨の青色申告の承認申請をした（乙２８）。麻布税務

署長は、平成１８年１２月期終了の日までに上記申請につき承認又は却下の処分を行わな

かったことから、法人税法１２５条１項（平成１９年法律第６号による改正前のもの）の

規定により、原告は、平成１８年１２月期終了の日において当該申請につき承認を受けた

ものとみなされた。 

イ 原告は、平成１８年２月２８日、本件事業年度の法人税につき、青色申告書以外の申告

書により、所得金額をマイナス５４１６万１１２７円、納付すべき税額を０円として、本

件確定申告をした。なお、原告は、本件事業年度における所得金額の計算において、Ｄビ

ルの売却収入４４億円を益金の額とし、その譲渡原価３９億６４３９万６０１６円を損金

の額として計上し、その差額４億３５６０万３９８４円を固定資産売却益としていた。（乙

７、１２、弁論の全趣旨） 

（４）本件訴訟に至る経緯等 

ア 麻布税務署長は、平成２２年９月２９日付けで、原告の本件事業年度の法人税につき、

所得金額を２６億７７３２万３９７７円、納付すべき税額を９億４５７７万４３００円と

する本件更正処分及び重加算税の額を３億３１０１万９５００円とする本件賦課決定処分

をした。 

 なお、本件更正処分等に係る通知書（以下「本件通知書」という。）には、本件更正処分

について理由の付記はされておらず、本件通知書は、平成２２年９月２９日付けで、麻布

税務署長から当時乙が勾留されていた東京拘置所に簡易書留郵便によって発送され、同月

３０日に東京拘置所に配達された（甲１、乙２７、７０、弁論の全趣旨）。 

イ 原告は、平成２２年１１月２４日、麻布税務署長に対し、本件更正処分等を不服として、

異議申立てをした。 

ウ 原告は、上記イの異議申立てをした日の翌日から起算して３か月を経過しても同異議申

立てについての決定がなかったことから、平成２４年９月２４日、国税不服審判所長に対

し、本件更正処分等を不服として、審査請求をした。 

エ 原告は、上記ウの審査請求をした日の翌日から起算して３か月を経過しても同審査請求

についての裁決がなかったことから、平成２５年８月２９日、本件訴えを提起した（顕著

な事実）。 

オ 国税不服審判所長は、平成２７年５月７日付けで、本件更正処分のうち、所得金額２６

億３０９４万４１１３円、納付すべき税額９億２９１９万円を超える部分、及び、本件賦

課決定処分のうち、重加算税の額３億２５２１万６５００円を超える部分をいずれも取り

消す旨の裁決（以下「本件裁決」という。）をした（乙７０）。 

（５）別件刑事事件の経緯等 

ア 東京国税局査察部（以下「査察部」という。）及び東京地方検察庁特別捜査部（以下「特

捜部」という。）は、平成２１年１０月６日、合同で原告に対する国税犯則取締法に基づく

調査（以下「本件犯則調査」という。）に着手し、平成２２年１月●日、合同で原告の関係

先の捜索を行い、同日、特捜部は、乙及び甲を法人税法違反の嫌疑で逮捕した。 



 

4 

イ 東京地方検察庁検察官は、平成２２年２月９日、乙を法人税法違反の罪で東京地方裁判

所に起訴した（以下「別件刑事事件」という。）。 

ウ 東京地方裁判所は、平成２４年３月１６日、別件刑事事件について、乙に対し、懲役２

年６月及び罰金２億円とする旨の判決を宣告し、その後、東京高等裁判所は、同年１０月

２４日、乙の控訴を棄却し、最高裁判所は、平成２６年１月２８日、乙の上告を棄却した

（甲４、６、乙７０、弁論の全趣旨）。 

２ 被告の主張する本件更正処分等の根拠及び適法性 

 本件更正処分等（ただし、本件裁決により一部取り消された後のもの）の根拠及び適法性に

関する被告の主張は、別紙のとおりである。なお、別紙に記載した略語は、以下でも用いるこ

ととする。 

３ 争点 

 本件の争点は、本件更正処分等の適法性であり、具体的には、次の点が争われている。 

（１）調査手続に関する違法の有無 

（２）本件通知書の送達手続に関する違法の有無 

（３）本件通知書の理由付記等に関する違法の有無 

（４）別件刑事事件に係るほ脱税額との齟齬に関する違法の有無 

（５）Ｄビルの譲渡原価に係る申告額の損金算入の可否 

（６）簿外経費の損金算入の可否 

（７）貸倒損失の損金算入の可否 

４ 争点に対する当事者の主張の要旨 

（１）争点（１）（調査手続に関する違法の有無）について 

（原告の主張の要旨） 

 麻布税務署長は、特捜部及び査察部の指示に基づき、特捜部の起訴に都合を合わせて本件

更正処分等をしたのであり、原告に関する税務調査を行っておらず、原告が本件更正処分等

に対する異議申立てをした際も、税務調査資料がないので答弁ができない旨回答している。 

 したがって、本件更正処分は、適法な税務調査に基づいてされたものでないから、違法と

いうべきである。 

（被告の主張の要旨） 

 麻布税務署長は、査察部から、本件確定申告について過少申告の事実がある旨の連絡を受

けたため、国税通則法２４条に規定する調査を行うこととし、平成２２年６月７日、麻布税

務署の統括国税調査官２名が、東京拘置所に勾留中の乙と接見し、原告に対する税務調査を

行う旨を伝えた。そして、麻布税務署長は、査察部から送付された資料及び麻布税務署にお

いて保管する資料に基づいて検討した結果、査察部から連絡を受けた本件事業年度の所得金

額及び税額等が適正なものと認められたことから、本件更正処分を行ったのであり、同処分

に至るまでの麻布税務署長の一連の行為は、調査方法、時期など、その具体的手続について、

税務署長に認められた広範な裁量権の範囲で行われたものであって、国税通則法２４条に規

定する調査に該当するというべきである。 

 したがって、本件更正処分は、麻布税務署長の調査に基づいて行われたものであり、適法

である。 

（２）争点（２）（本件通知書の送達手続に関する違法の有無）について 
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（原告の主張の要旨） 

 更正処分は更正通知書を送達して行う必要があるところ（国税通則法２８条１項）、本件更

正処分は原告の本件確定申告を対象とするものであるから、本件通知書について「その送達

を受けるべき者」（同法１２条１項）は原告である。そして、原告の代表者である甲は、平成

２２年１月２６日、検察官の取調べにおいて、原告の事務所が本店所在地に存在している旨

供述していたのであるから、麻布税務署長は、原告の事務所が本店所在地に存在しているこ

とを認識できた。また、甲に対する供述の録取が行われていること、甲が保釈決定において

住所を制限されていたこと、麻布税務署の担当者が甲と電話で会話していることからすれば、

麻布税務署長は、甲の所在を容易に知り得た上、平成２３年３月１５日に国税不服審判所に

対する審査請求ができる旨の教示書を郵便送達していることからすれば、甲の所在を確実に

認識していたといえる。しかるに、本件通知書は、原告の本店所在地や甲の所在地に対して

送達されず、当時、東京拘置所に収容されていた乙に送達された。 

 したがって、本件更正処分は、本件通知書の送達手続に瑕疵があるから、違法というべき

である。 

（被告の主張の要旨） 

ア 本件通知書を送達した平成２２年９月２９日当時、原告については、本店所在地に事務

所が存在せず、本店所在地以外に事務所を有していた事実も認められなかったところ、原

告の登記簿上の代表取締役とされていた甲も、その所在を把握できていない状態であった

（なお、甲は、供述録取が行われた同年１月２８日当時、東京拘置所に勾留されていたが、

同年２月９日に釈放された後は所在不明であった。）。他方、原告の実質的経営者である乙

は、平成２２年１月●日に法人税法違反の嫌疑により逮捕され、その後も引き続き東京拘

置所に勾留されていて、その所在する場所も明らかであった。かかる特段の事情が認めら

れる本件においては、麻布税務署長が、原告の実質的経営者で東京拘置所に収容中の乙に

対し、簡易書留郵便により本件通知書を郵送したことは、原告に対する本件通知書の送達

として適法というべきである。 

イ 仮に、本件通知書の送達に瑕疵があったとしても、本件通知書は原告の下に到達し、そ

の後、原告において法定の異議申立て及び審査請求を行っているのであるから、原告が不

利益を被った事実はない。したがって、本件通知書の送達の効力に影響を及ぼすものでは

なく、本件更正処分の取消事由とはならないというべきである（最高裁昭和●●年（○○）

第●●号同３０年６月２１日第三小法廷判決・裁判集民事１８号８３５頁参照）。 

（３）争点（３）（本件通知書の理由付記等に関する違法の有無）について 

（原告の主張の要旨） 

ア 法人税法が白色申告書に係る更正処分について理由付記を不要とした趣旨は、青色申告

の承認を受けていない自営業者は、通常、総勘定元帳等を整備しておらず、税務署長は白

色申告書に係る更正処分において推計課税を行うしか合理的な課税方法がないため、この

ような場合にまで更正処分に理由付記を求める必要はないということにある。そうすると、

麻布税務署長は、総勘定元帳に基づいて本件確定申告をしている原告については、たとえ

青色申告の承認を受けていなかったとしても、青色申告の場合と同様、総勘定元帳に基づ

く税務調査が可能であり、推計課税をする必要がなかったのであるから、本件更正処分に

ついては、行政手続法１４条が適用され、理由付記が必要というべきである。 
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イ 原告は平成１８年１２月期以降の事業年度について既に青色申告の承認を受けていたの

であるから、行政手続法１４条の立法趣旨を踏襲した法人税法１３０条２項の趣旨に照ら

すと、平成２２年９月２９日にした本件更正処分については、理由付記が必要というべき

である。 

ウ 更正処分は、青色申告書、白色申告書の区別なく、納税者に対する不利益処分であるか

ら、憲法３１条の要請として、その処分理由と適用法条を必ず付記するべきであり、理由

付記を青色申告書に係る更正処分に限定する法人税法１３０条２項の規定は、行政手続法

１４条及び憲法３１条に違反しているというべきである。なお、平成２３年法律第１１４

号によって国税通則法７４条の２が改正され、白色申告書に係る更正処分についても行政

手続法１４条が適用されることとなったのは、法人税法１３０条２項の規定が、行政手続

法１４条及び憲法３１条に違反していたからである。 

エ 麻布税務署長は、査察部の査察結果に基づき、国税通則法２７条によって本件更正処分

をしたのであるから、本件通知書には、同法２８条２項各号に掲げる事項の記載に加え、

本件更正処分が同法２７条の調査に基づくものである旨を付記する必要があった。しかる

に、本件通知書には、更正前と更正後の課税標準等及び税額等の記載が欠如しているだけ

でなく、国税通則法２７条の調査に基づくものである旨の付記も欠如していた。 

オ 以上のとおり、本件通知書には、理由の付記など必要な記載が欠如していたのであるか

ら、本件更正処分は違法というべきである。 

（被告の主張の要旨） 

ア 平成２３年法律第１１４号による改正前の国税通則法７４条の２（以下「旧国税通則法

７４条の２」という。）は、申告書が総勘定元帳等に基づいて作成されたか否か、あるいは、

更正処分が推計課税によってなされたか否かを問わずに、一律に、明文で、国税に関する

法律に基づき行われる処分等に行政手続法１４条の適用がない旨を規定し、また、法人税

法１３０条２項も白色申告書に係る更正処分について更正の理由の付記を要求していない。

そして、更正処分の理由付記は、青色申告制度によって創設された特典のうちの一つであ

って、更正処分の不利益処分としての性質上当然に納税申告者に認められるものではない。

したがって、総勘定元帳等に基づく申告をしている場合であっても、白色申告書に係る更

正処分について、理由付記は不要である。 

イ 原告は、麻布税務署長に平成１８年１２月期から法人税の申告書を青色申告書によって

提出したい旨を記載した青色申告の承認申請書を提出したことによって、平成１８年１２

月期以後の事業年度について青色申告の承認がされたのであるから、青色申告の承認がさ

れる前の本件事業年度にその効果が及ぶものではない。したがって、本件更正処分は、原

告が青色申告の承認を受けた後にされたものであるとしても、理由付記は不要である。 

ウ 法律の優先関係は、制定の先後関係や一般法特別法の関係によって決定されるものであ

るから、法人税法１３０条２項が行政手続法１４条に違反するということはあり得ない。

また、憲法３１条に規定する法定の手続の保障とは、刑事手続に関する法定の手続の保障

であり、同条が直接に行政上の不利益処分である更正処分に理由が付記されるべきことを

保障していると解することはできず、理由の記載を更正処分の手続上の要件とするかどう

かは立法府の決定に委ねられているものと解すべきであるから、憲法違反の問題は生じな

い。したがって、法人税法１３０条２項は、憲法３１条に違反するものでない。 
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エ 本件更正処分は、査察部の調査結果に基づいて行われたものではなく、本件犯則調査に

おいて把握された原告に関する資料等の送付を受けて、麻布税務署長が原告に対する税務

調査を実施し、その調査結果に基づいて行われたものであるから、国税通則法２７条では

なく、同法２４条に規定する「調査」に基づく更正処分に該当する。したがって、本件通

知書に、本件更正処分が国税通則法２７条の調査に基づくものである旨を付記する必要は

ない。また、国税通則法２８条２項所定の記載事項は、全て本件通知書に記載されている。 

オ 以上より、本件通知書は、必要な記載を欠くものではないから、本件更正処分は適法で

ある。 

（４）争点（４）（別件刑事事件に係るほ脱税額との齟齬に関する違法の有無）について 

（原告の主張の要旨） 

ア 本件更正処分における納付すべき法人税額９億４５７７万４３００円は、査察部が認定

した原告の本件事業年度の納付すべき法人税額及び東京地方検察庁検察官の起訴状に記載

されたほ脱税額８億０２４５万２０００円との間で１億４３３２万２３００円の齟齬があ

り、ほ脱税額と本件更正処分の納付すべき法人税額が一致していないから、本件更正処分

は違法である。 

イ また、東京地方裁判所が、別件刑事事件において、原告の本件事業年度における法人税

額を７億８７６３万６４００円と認定したことにより、麻布税務署長は、本件更正処分に

おいて法人税額を１億５８１３万７９００円過大に更正していたことを知ったのであるか

ら、国税通則法２６条に基づき、本件更正処分に係る再更正を行う義務があった。しかる

に、麻布税務署長は、再更正処分を怠っているのであるから、本件更正処分は、国税通則

法２６条に違反し、違法というべきである。 

（被告の主張の要旨） 

ア 法人税の更正処分における納付すべき税額とほ脱事件において検察官が訴因として設定

した税額は、その性質が異なるものであるから、本件更正処分における納付すべき法人税

額がほ脱事件において検察官が訴因として設定した税額と一致していないとしても本件更

正処分が違法になることはない。 

イ 麻布税務署長は、本件更正処分における納付すべき税額と別件刑事事件におけるほ脱税

額が一致していないことを理由として、本件更正処分に係る再更正をする必要はないから、

本件更正処分が国税通則法２６条に違反するものではない。 

（５）争点（５）（Ｄビルの譲渡原価に係る申告額の損金算入の可否）について 

（原告の主張の要旨） 

 原告が、本件事業年度の所得金額の計算上、損金の額に算入したＤビルの譲渡原価のうち、

Ｂ部分の取得費用、戊及びＩに対する支払手数料については、以下に述べるとおり、架空の

譲渡原価を計上したものではないから、これらの譲渡原価は、本件事業年度の所得金額の計

算上、損金の額に算入されるべきである。 

ア Ｂ部分の取得費用 ２４億９０００万円 

（ア）原告は、平成１６年６月２４日、Ｇとの間で、原告がＧからＢ部分及びＧの株式を４

億７０００万円で買い受ける旨の合意をし、同日、Ｊに対し、Ｇの株式を４億９０００

万円で売却した。その後、原告は、平成１７年７月２７日、Ｊから、Ｇの株式を２５億

円で買い受け、同月２９日、Ｊに対し、Ｊへの貸金４億９０００万円を控除した２０億
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１０００万円を支払った。かかる原告とＪとの間の売買は、Ｂ部分の所有者であるＧの

株式を売買することにより、Ｂ部分の所有権を原告からＪへ、Ｊから原告へと順に移転

させることを企図してしたものである。 

 このように、原告は、Ｂ部分を所有するＧの株式を２５億円でＪから取得したことか

ら、本件確定申告において、Ｂ部分の取得費用を上記Ｊからの買受代金２５億円の範囲

内である２４億９０００万円とした。 

 したがって、Ｂ部分の上記取得費用２４億９０００万円は、Ｄビルの譲渡原価として

損金算入されるべきである。 

（イ）なお、原告とＪは、平成１０年、Ｄビルの地上げを共同して行い、Ｊがテナントに対

する立退交渉などを行い、地上げが成功した場合には、原告がＪに対して成功報酬を支

払う旨の合意をし、平成１６年６月、上記成功報酬の金額を２０億１０００万円とする

旨の合意をした。そのため、原告が平成１７年７月２９日にＪに対して支払った２０億

１０００万円は、上記成功報酬としての意味をも有するものであった。 

 したがって、仮にＢ部分の取得費用として２４億９０００万円を損金算入することが

できないとしても、少なくとも上記２０億１０００万円は、地上げ報酬そのものと評価

し、Ｄビルの譲渡原価として損金算入されるべきである。 

イ 戊に対する支払手数料 ５億円 

 原告は、Ａ部分のテナントの立退交渉をＪに任せていたが、思うように進展しなかった

ことから、平成１１年秋頃、戊に対してもその立退交渉を依頼した。そして、原告は、戊

から、Ａ部分の賃借人がＧ、転借人が各テナントとなっているため、原告が各テナントに

対して賃料の支払を直接請求すれば、各テナントがＧに対する賃料の支払を躊躇するよう

になり、Ｇも原告に賃料を支払うことができなくなること、賃料不払いを理由にＧとの賃

貸借契約を解除すれば、転借人である各テナントも建物利用権を失い、原告に建物の明渡

しをせざるを得なくなることなどの説明を受けたことから、これを実行し、Ｇとの賃貸借

契約を解除することができた。 

 そして、原告は、平成１２年９月４日、戊に対し、額面５億円の手形を交付するととも

に、同年１２月末日までに、現金５億円を同手形と引換えに支払う旨約束し、同月２６日、

手数料５億円を現金で渡し、これと引換えに同手形を回収した。 

 このように、原告は、戊に対し、Ａ部分のテナントの立退交渉の手数料として、５億円

を支払ったのであるから、同金員はＤビルの譲渡原価として損金算入されるべきである。 

ウ Ｉに対する支払手数料 ２億８０００万円 

 原告は、暴力団関係者がＢ部分の一室（Ｋ号室）を占拠していることが判明したことか

ら、Ｂ部分の他の立退交渉とは切り離して、Ｋ号室の立退交渉をＩに依頼し、立退料及び

手数料として、Ｉに対し、平成１６年７月１５日に１億８０００万円、平成１７年１月７

日に１億円の合計２億８０００万円を支払った。 

 このように、原告は、Ｉに対し、Ｂ部分のＫ号室の立退交渉の手数料等として、２億８

０００万円を支払ったのであるから、同金員はＤビルの譲渡原価として損金算入されるべ

きである。 

（被告の主張の要旨） 

 原告が、本件事業年度の所得金額の計算上、損金の額に算入したＤビルの譲渡原価のうち、
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Ｂ部分の取得費用、戊及びＩに対する支払手数料については、以下に述べるとおり、所得金

額を過少に申告するため、架空の譲渡原価を計上したものであるから、これらを譲渡原価と

して損金の額に算入することはできない。 

ア Ｂ部分の取得費用について 

（ア）原告は、Ｄビルの譲渡に関して架空の譲渡原価を計上して課税負担を免れるため、Ｂ

部分について、ＧからＪに４億９０００万円で譲渡されたとする虚偽の不動産売買契約

書及び領収書等を作成し、Ｊから原告に２４億９０００万円で譲渡されたとする虚偽の

不動産売買契約書及び領収書等を作成するとともに、その不動産売買契約どおりに資金

が移動したような形跡をつけるために、形式的にＪ名義の預金口座を開設して入金し、

その後すぐに入金額と同額を引き出した。そして、原告は、平成１７年７月２７日、Ｂ

部分をＪから２４億９０００万円で取得したとして、これを借地権勘定に計上し、Ｄビ

ルの譲渡原価に振り替えた。したがって、かかる架空の譲渡原価を損金の額に算入する

ことはできない。 

 なお、原告は、本訴訟において、Ｂ部分の所有者であるＧの株式を売買することによ

り、Ｂ部分の所有権を原告からＪへ、Ｊから原告へと順に移転させた旨主張するが、不

動産を所有する法人の発行済株式を全部取得した者が、当該法人が所有する不動産の所

有権を法的に取得するものでなく、仮に原告が主張する経緯を前提にしたとしても、Ｂ

部分の所有権は、そもそも原告からＪに移転しておらず、当然に、Ｊから原告に移転す

ることもないから、原告がＪからＧの株式を取得する際の取得費用がＢ部分の取得原価

となるものではない。 

（イ）Ｊの丁が原告から受領したＤビルの取引に関する報酬は、１５００万円である。原告

が平成１７年７月２９日にＪ名義の預金口座に入金した２０億１０００万円は、原告が

Ｂ部分の所有権をあたかもＪから取得したかのように仮装するためのものにすぎず、同

日、Ｊの預金口座から同額の現金出金をし、乙が持ち帰っている。したがって、原告は、

Ｊに対し、地上げ報酬として２０億１０００万円を支払っておらず、同金額を譲渡原価

として損金の額に算入することはできない。 

イ 戊に対する支払手数料について 

 原告は、Ｄビルのテナントの立ち退きに関する手数料５億円を戊に支払ったとして、こ

れを平成１２年１２月２８日付けで借地権勘定に計上し、Ｄビルの譲渡原価として本件事

業年度の損金の額に算入した。 

 しかしながら、本件犯則調査における関係者の供述等によれば、戊がＤビルのテナント

の立退業務に関与した事実はなく、また、原告が戊に５億円の手数料を支払った事実も認

められないから、戊への支払手数料として計上した５億円は架空のものである。 

ウ Ｉに対する支払手数料について 

 原告は、Ｄビルの立ち退きに関する支払手数料２億８０００万円をＩに支払ったとして、

これを平成１７年１月７日付けで借地権に計上し、Ｄビルの譲渡原価として本件事業年度

の損金の額に算入した。 

 しかしながら、本件犯則調査における関係者の供述等によれば、ＩがＤビルの立退業務

に関与した事実はなく、また、原告がＩに２億８０００万円の手数料を支払った事実も認

められないから、Ｉへの支払手数料として計上した２億８０００万円は架空のものである。 
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 なお、原告は、Ｂ部分のＫ号室を賃借していた株式会社Ｍ（以下「Ｍ」という。）に対す

る建物明渡等請求訴訟をしていたが、平成１６年７月５日付けで和解が成立し、Ｍは同年

９月１日付けでＫ号室を明け渡しており、立退料の支払はされていない。 

（６）争点（６）（簿外経費の損金算入の可否）について 

（原告の主張の要旨） 

 原告は、本件事業年度において、以下に述べるとおり、未申告の経費を支出しているから、

当該経費は、本件事業年度の所得金額の計算上、損金の額に算入されるべきである。 

ア 丁に対する支払手数料 ５０００万円 

 原告は、平成１７年７月２９日、乙と丁らが共にＮ信用組合本店を訪れた際、丁に対し、

Ｄビルの地上げに関する手数料として、５０００万円を支払った。Ｊの平成１７年２月１

日から平成１８年１月３１日までの事業年度（以下「平成１８年１月期」という。）の決算

報告書に計上されているコンサルタント収入４３２０万５９５６円は、上記５０００万円

の一部を計上したものである。 

 したがって、上記５０００万円は、Ｄビルの譲渡原価として、本件事業年度の所得金額

の計算上、損金の額に算入されるべきである。 

イ 支払利息 合計１５億００２２万９７４０円 

 原告は、本件事業年度において、以下に述べる利息の支払をしているから、その支払利

息は、法人税法２２条３項２号の「その他の費用」として、本件事業年度の所得金額の計

算上、損金の額に算入されるべきである。 

（ア）株式会社Ｏに対する支払利息 ２億６４００万円 

 原告は、平成元年から平成３年にかけて、Ｊや株式会社Ｐ（以下「Ｐ」という。）に対

する貸付けの資金とするため、株式会社Ｏ（以下「Ｏ」という。）から合計２４億１９６

８万円を借り入れた。その後、原告は、Ｄビルの地上げが完成し、平成１７年７月２９

日、Ｈから売買代金の入金を受けたことから、Ｏに対し、同日に５億円（利息７７６４

万７０５９円を含む。）、同年１１月２５日に１２億円（利息１億８６３５万２９４１円

を含む。）を支払った（支払利息合計２億６４００万円）。 

（イ）株式会社Ｑに対する支払利息 ９億３６２２万９７４０円 

 原告は、平成２年から平成９年にかけて、株式会社Ｒ（以下「Ｒ」という。）、株式会

社Ｓ（以下「Ｓ」という。）、Ｔ（以下「Ｔ」という。）、株式会社Ｕ（以下「Ｕ」という。）

及びＶ（以下「Ｖ」という。）に対する貸付けの資金とするため、株式会社Ｑ（以下「Ｑ」

という。）から合計２１億７３００万円を借り入れ、平成１０年以降、Ｄビルの地上げに

必要な資金とするため、Ｑから合計６億６１３７万１４６９円を借り入れるなど、多数

の借入れをしていた。そして、原告は、Ｑとの間で、①平成１４年１月２８日、同日ま

での借入金残高が３０億円であることを確認するとともに、利益が入った場合には年利

６％の利息を支払う旨の合意をし、②平成１６年８月２５日、Ｄビルが売却できた場合

には、利息の一部として１０億円を支払う旨の合意をした。 

 その後、原告は、Ｄビルの地上げが完成し、平成１７年７月２９日、Ｈから売買代金

の入金を受けたことから、Ｑに対し、利息の一部として、同日に８３０８万７５７６円、

同年８月９日に１億１００１万５１３６円、同月１９日に５億２３１０万７０２８円の

合計７億１６２０万９７４０円を支払ったほか、同年８月９日に別途２億２００２万円
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を支払った（支払利息合計９億３６２２万９７４０円）。 

（ウ）Ｗ株式会社に対する支払利息 ２億５０００万円 

 原告は、平成１２年１２月２５日、戊に対する手数料５億円の支払等の資金とするた

め、Ｗ株式会社（以下「Ｗ」という。）から６億円を借り入れた。その後、原告は、Ｄビ

ルの地上げが完成し、平成１７年７月２９日、Ｈから売買代金の入金を受けたことから、

同日、Ｗに対し、８億５０００万円（利息２億５０００万円を含む。）を支払った。 

（エ）Ｘに対する支払利息 ５０００万円 

 原告は、Ｘ（以下「Ｘ」という。）から、原告が利益を上げた場合に年利３％程度とす

る旨の合意により、平成１１年７月１６日頃に２億５０００万円、同年１０月頃に１億

円、平成１６年１２月１４日に３０００万円、同月２７日に１０００万円を借り入れた。

原告は、上記２億５０００万円はＡ部分の持分４分の３の競売代金の支払に充て、上記

１億円はＡ部分の残り４分の１の持分を取得するための代金の支払に充てた。その後、

原告は、平成１７年７月２９日、Ｘに対し、上記合計３億５０００万円の借入金の利息

として、５０００万円を支払った。 

ウ 強制執行費用 ５２万３１００円 

 原告は、Ｄビルに入居していたＺを立ち退かせるため、強制執行の申立てを行い、これ

に関連して、平成１６年８月１９日、ａ弁護士に対し、強制執行補助者の手数料及び鍵交

換費用として５万円、遺留品の保管代として４７万３１００円の合計５２万３１００円を

支払った。 

 したがって、上記合計５２万３１００円も、本件事業年度の強制執行費用として、本件

事業年度の所得金額の計算上、損金の額に算入されるべきである。 

（被告の主張の要旨） 

 原告が簿外で支払ったとする費用は、以下に述べるとおり、本件事業年度の所得金額の計

算上、損金の額に算入することはできないというべきである。 

ア 丁に対する支払手数料について 

 仮に原告が、平成１７年７月２９日、丁に対し、Ｄビルの地上げに関する手数料として

５０００万円を支払い、同日、丁から領収証を徴していたのであれば、同金額を本件事業

年度の費用として計上することに何ら支障はないはずであるにもかかわらず、原告はこれ

を費用として計上していないのであり、そのことについて合理的な説明はない。なお、Ｊ

の平成１８年１月期の決算報告書に計上されているコンサルタント収入４３２０万５９５

６円は、株式会社ｂ及びｄ株式会社からの収入である。 

 したがって、原告が、丁に対し、Ｄビルの地上げに関する手数料として５０００万円を

支払ったとは認められない。 

イ 支払利息について 

（ア）Ｏに対する支払利息について 

 Ｏの平成１８年度総勘定元帳及び第１４期確定決算書に記載されている貸付金の相手

先は、原告ではなくＰであるとされている。 

 また、原告が、Ｊに対して２１億１０００万円、Ｐに対して５億５０００万円をそれ

ぞれ貸し付けたとは認められず、その貸付けの原資とするためにＯから借入れをしたと

も認められない。 
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 したがって、原告が主張するＯからの借入金は存在せず、利息の支払も認められない。 

（イ）Ｑに対する支払利息について 

 Ｑの平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの事業年度の決算書には、貸

付金自体の計上がない。 

 また、原告が、Ｒ、Ｓ、Ｔ、Ｕ及びＶに対して金員を貸し付けたとは認められず、そ

の貸付けの原資とするためにＱから借入れをしたとも認められない。 

 したがって、原告が主張するＱからの借入金は存在せず、利息の支払も認められない。 

（ウ）Ｗに対する支払利息について 

 Ｗの平成１６年６月１日から平成１７年５月３１日までの事業年度の決算書及び同年

６月１日から平成１８年５月３１日までの事業年度の決算報告書には、貸付金自体の計

上がない。 

 また、原告が、戊に対し、Ｄビルのテナントの立退業務の手数料として５億円の手数

料を支払ったとは認められないのであるから、その支払の原資とするためにＷから借入

れをしたとも認められない。 

 したがって、原告が主張するＷからの借入金は存在せず、利息の支払も認められない。 

（エ）Ｘに対する支払利息について 

 平成１２年１２月期から本件事業年度までの原告の決算書には、Ｘからの借入れは一

切記載されていない。また、Ｘは、乙の配偶者であるから、Ｙ（Ｘの現姓）名義の領収

書（甲３４）があるからといって、直ちに原告がＸに対し、上記金額を簿外の支払利息

として支払ったものと認められない。さらに、原告は、乙がＸから平成１６年に４００

０万円を借り入れたとしているが、Ｘは、乙の平成１６年分の所得税の確定申告書にお

いて、控除対象配偶者（所得税法２条１項３３号。生計を一にする配偶者のうち合計所

得金額が３８万円以下である者）として氏名が記載されており、少なくとも平成１６年

において、Ｘが原告に対して４０００万円を貸し付けるだけの原資があったとは考え難

い。 

 したがって、原告が主張するＸからの借入金は存在せず、利息の支払も認められない。 

ウ 強制執行費用について 

 強制執行費用５２万２５００円については、平成１６年１月１日から同年１２月３１日

までの事業年度の総勘定元帳の借地権勘定に計上された上、最終的には、Ｄビルの譲渡原

価として、本件事業年度の所得金額の計算上、損金の額に算入されている。 

（７）争点（７）（貸倒損失の損金算入の可否）について 

（原告の主張の要旨） 

 原告は、本件事業年度において、以下に述べる貸金債権が貸倒れになったのであるから、

その貸倒損失は、法人税法２２条３項３号の「当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の

取引に係るもの」として、本件事業年度の所得金額の計算上、損金の額に算入されるべきで

ある。 

ア Ｒに対する貸金債権 １２億円 

 原告は、Ｒに対し、平成２年８月３１日に２億円、同年１０月２６日に１０億円の合計

１２億円を貸し付けた。しかし、Ｒは、上記貸金の元金を全く返済しないまま、平成４年

３月●日に破産宣告を受け、平成６年６月●日に費用不足による破産廃止決定が確定した。
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また、Ｒの連帯保証人である会社はいずれも倒産しており、個人で連帯保証人になってい

た者も行方不明であるなど、貸金を回収することはできなかった。なお、原告は、上記貸

金について、ｅが所有する不動産に株式会社ｆ（以下「ｆ」という。）名義で抵当権の設定

を受けていたところ、平成１７年１月●日に担保不動産競売による売却がされ、７１０万

円を回収し、これをＲの未払利息に充当した。このように、Ｒに対する貸金債権は、本件

事業年度において全額が貸倒れになった。 

イ Ｔに対する貸金債権 ２億３０００万円 

 原告は、平成５年２月２５日、Ｔに対し、３億５０００万円を貸し付け、同月２６日、

Ｔが所有する土地及び建物に、上記貸金債権を被担保債権とする抵当権設定仮登記を受け、

平成７年１２月１８日、Ｔが所有する別の建物にも同様に抵当権設定仮登記を受けた。原

告は、平成７年にはＴ及びその連帯保証人が返済不能の状態になったことから、上記Ｔ所

有の土地及び建物について、同年１２月１１日、同月８日代物弁済を原因とする所有権移

転登記を受け、原告が同土地及び建物を売却して、上記貸金債権と精算することにした。

一方、上記土地及び建物の先順位の抵当権者が、平成８年に不動産競売の申立てをしたこ

とから、原告は当該抵当権者に８０００万円を支払い、同申立ての取下げと抵当権設定登

記の抹消をしてもらった。その後、原告は、平成１７年３月３０日、Ｗに対し、上記土地

及び建物を２億円で売却し、これを上記８０００万円と貸金債権の元金の一部１億２００

０万円に充てた。このように、原告のＴに対する貸金債権は、本件事業年度において、残

高が２億３０００万円となったが、Ｔ及び連帯保証人の資力からみて、これ以上の回収の

見込みはなく、貸倒れとなった。 

ウ Ｕに対する貸金債権 ４億６５００万円 

 原告は、平成７年９月１８日、Ｕに対し、ｇ（以下「ｇ」という。）を連帯保証人として、

４億６５００万円を貸し付け、ｇの親族が持分を有する不動産に、ｆ名義で抵当権設定仮

登記を受けた。しかし、Ｕは、上記貸金の元金を全く返済しないまま、事実上倒産し、ｇ

も平成１７年以前に死亡した。また、原告は、上記不動産に先順位の抵当権者がおり、ｇ

の相続人にもめぼしい資産がなく、貸金回収の見込みはなかったことから、平成１７年９

月９日、ｇの相続人からの申し出により、同相続人から３００万円を受領して未払利息に

充当し、上記抵当権設定仮登記を抹消した。このように、Ｕに対する貸金債権は、本件事

業年度において全額が貸倒れになった。 

エ Ｐに対する貸金債権及び手形債権 １５億５０００万円 

 原告は、平成元年から平成２年にかけて、Ｐに対し、合計５億５０００万円を貸し付け

た。しかし、Ｐに対する貸金債権は、Ｐの倒産によって貸倒れとなった。 

 また、Ｐは、平成元年９月２７日、原告に対し、Ｊの原告に対する借入債務１０億円を

担保するため、額面１０億円の約束手形を差し入れたが、結局、Ｐの倒産によって同手形

は不渡りとなった。そのため、Ｐに対する手形債権は、全額が原告の損金となった。 

（被告の主張の要旨） 

 そもそも、原告は、Ｒ、Ｔ、Ｕ及びＰに対する貸金債権を、平成１２年１２月期ないし本

件事業年度のいずれの決算書にも計上しておらず、しかも、原告がこれらの貸金債権を簿外

で処理していたことについて、合理的な説明はない。また、以下に述べるとおり、原告が提

出する証拠等によっても、原告が上記の者らに対して貸金債権を有していたと認めることは
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できない。したがって、上記貸金債権に係る貸倒損失を、本件事業年度の所得金額の計算上、

損金の額に算入することはできない。 

ア Ｒに対する貸金債権について 

 Ｒを借主とする平成２年８月３１日付けの２億円の借用証書（甲３６の１）及び同年１

０月２６日付けの１０億円の借用証書（甲３７の１）は、いずれも、貸主欄が空欄である

から、原告が貸付けを行ったことを証するものとはいえない。また、Ｒ名義の平成２年１

０月２６日付け領収証（甲３７の２）は、宛名として記入された原告の名称が後日書き加

えられた可能性がある。さらに、ｅ所有の北佐久郡●●内の土地に対して平成２年１０月

２９日受付で設定された抵当権は、抵当権者が、原告ではなく、ｆとされている。 

 したがって、原告がＲに対して貸付債権を有していたと認めることはできない。 

イ Ｔに対する貸金債権について 

 Ｔを借主とする平成５年２月２５日付けの３億５０００万円の借用証書（甲４６の１）

は、貸主欄が空欄であるから、原告が貸付けを行ったことを証するものとはいえない。 

 また、原告がＴから代物弁済を原因とする所有権移転登記を受けた土地及び建物につい

ては、平成１７年３月３０日受付でその所有権が原告からＷに移転しているところ、その

登記原因は、「売買」ではなく、「真正な登記名義の回復」となっており、登記申請書に添

付された登記原因証明情報には、「２．登記の原因となる事実または法律行為」として、「本

不動産の所有者であったＴ氏と株式会社Ｃは平成７年１２月２０日に代物弁済契約を締結

しその登記を平成７年１２月●日受付第●●号で済ませたが、本来の債権者はＷ株式会社

である。契約上便宜にＷ株式会社が株式会社Ｃの名義を借り、権利者として株式会社Ｃと

していた。」と記載されている。このように、原告自らが、Ｔに対する貸付金の真実の債権

者は、原告ではなくＷであったとしているのであるから、そもそも、原告がＴに対して３

億５０００万円の貸付金を有していたと認めることはできない。 

ウ Ｕに対する貸金債権について 

 Ｕを借主とする平成７年９月１８日付けの４億６５００万円の借用証書（甲５１の１）

は、貸主欄が空欄であり、原告が貸付けを行ったことを証するものとはいえない。また、

ｈが持分３分の１を所有する松戸市の土地に対して平成７年９月２２日受付でされた債務

者をＵとする抵当権設定仮登記は、抵当権者が、原告ではなく、ｆとされている。そのた

め、原告がＵに対して貸金債権を有していたと認めることはできない。 

エ Ｐに対する貸金債権について 

 Ｐを借主とする借用証書（甲２１の１、２３、２４の１、２５）は、いずれも貸主欄が

空欄であり、原告が貸付けを行ったことを証するものとはいえない。そして、借入金の返

済に関する確約書（甲５５の１）についても、作成日が平成４年４月９日であるとされて

いるにもかかわらず、確約書に押印されている確定日付印は、上記作成日から１９年６月

も経過した平成２３年１０月１９日とされていることからすれば、確約書の作成日が平成

４年４月９日であるかは極めて疑わしい。そのため、原告がＰに対して貸金債権を有して

いたと認めることはできない。 

 また、原告のＪに対する１０億円の貸金債権は存在しなかったというべきであるから、

ＰがＪの債務を担保するために約束手形を原告に差し入れる必要はなく、原告がＰに対し

て１０億円の手形債権を有していたと認めることはできない。仮に原告がＰに対する手形
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債権を有していたとしても、それが本件事業年度において回収不能であることが客観的に

明らかになったということはできない。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 争点（１）（調査手続に関する違法の有無）について 

（１）原告は、麻布税務署長は、特捜部及び査察部の指示に基づき、特捜部の起訴に都合を合わ

せて本件更正処分等をしたのであり、原告に関する税務調査を行っておらず、原告が本件更

正処分等に対する異議申立てをした際も、税務調査資料がないので答弁ができない旨回答し

ているのであって、本件更正処分は、適法な税務調査に基づいてされたものでないから、違

法というべきである旨主張する。 

 そこで、以下、本件更正処分の取消原因となるべき調査手続に関する違法の有無について

検討することとする。 

（２）国税通則法２４条は、税務署長は、納税申告書の提出があった場合において、その納税申

告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかっ

たとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査

により、当該申告書に係る課税標準等又は税額等を更正する旨定め、調査を更正処分の要件

としているところ、同条にいう調査とは、課税標準等又は税額等を認定するに至る一連の判

断過程の一切を意味し、課税庁の証拠資料の収集、証拠の評価あるいは経験則を通じての要

件事実の認定、租税法その他の法令の解釈を経て更正処分に至るまでの思考、判断を含む極

めて包括的な概念であると解される。 

 そして、国税通則法（平成２３年法律第１１４号による改正前のもの）が調査の方法、時

期等の具体的手続についてなんら規定していないことからすると、その方法、時期、範囲に

関しては、課税庁の合理的な裁量に委ねられているものと解される。 

 また、課税調査と犯則調査はその目的、機能を異にする別個の手続であり、両者が法制度

上区別されている趣旨に鑑みると、犯則事件が存在するとの嫌疑もないのに、専ら課税資料

を収集する目的で国税犯則取締法上の強制調査を行い、この調査によって得た資料のみに基

づいて課税処分をすることは許されないというべきであるが、収税官吏である国税査察官が

犯則嫌疑者に対し、適法な犯則調査を行った場合において、課税庁が同犯則調査又はその過

程で収集された資料を引き継ぎ、これを上記犯則嫌疑者に対する課税処分を行うために利用

することは許されると解するのが相当である（最高裁昭和●●年（○○）第●●号同６３年

３月３１日第一小法廷判決・裁判集民事１５３号６４３頁参照）。 

（３）これを本件についてみるに、証拠（乙６５）及び弁論の全趣旨によれば、麻布税務署長は、

本件犯則調査により収集された資料等に基づき、原告の本件事業年度における所得金額等を

調査するなどして本件更正処分を行ったものであると認められる。そして、前記前提事実の

とおり、本件犯則調査の結果、別件刑事事件に至っているのであって、本件については、犯

則事件が存在するとの嫌疑もないのに、専ら課税資料を収集する目的で本件犯則調査が行わ

れたとの事情は認められない。なお、麻布税務署長が、特捜部及び査察部の指示に基づき、

特捜部の起訴に都合を合わせて本件更正処分等をしたとの事実や、原告が本件更正処分等に

対する異議申立てをした際、麻布税務署長が税務調査資料がないので答弁ができない旨回答

したとの事実を認めるに足りる証拠はない。 

 したがって、本件更正処分は、国税通則法２４条が定める「調査」に基づくものというこ
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とができるから、本件更正処分の取消原因となるべき調査手続の違法があるとはいえない。 

２ 争点（２）（本件通知書の送達手続に関する違法の有無）について 

（１）原告は、更正処分は更正通知書を送達して行う必要があるところ（国税通則法２８条１項）、

麻布税務署長は、原告の事務所が本店所在地に存在していることを認識できた上、原告の代

表者である甲の所在を確実に認識し又は容易に知り得たにもかかわらず、本件通知書を原告

の本店所在地や甲の所在地に対して送達せず、当時、東京拘置所に収容されていた乙に送達

したのであるから、本件更正処分は、本件通知書の送達手続に瑕疵があり、違法というべき

である旨主張する。 

 そこで、以下、本件更正処分の取消原因となるべき本件通知書の送達手続に関する違法の

有無について検討することとする。 

（２）国税通則法は、２４条から２６条までの規定による更正又は決定は、税務署長が更正通知

書又は決定通知書を送達して行うものとし（２８条１項）、国税に関する法律の規定に基づい

て税務署長等が発する書類は、郵便等による送達又は交付送達により、その送達を受けるべ

き者の住所又は居所（事務所及び事業所を含む。）に送達する旨定めている（１２条１項本文）。

そして、会社法４条が会社の住所はその本店の所在地にあるものとする旨定めていることか

らすれば、税務署長等が会社に対して上記書類を送達する場合の送達すべき場所は、原則と

して、当該会社の本店の所在地であると解するのが相当である。 

 この点、前記前提事実のとおり、本件通知書は、平成２２年９月２９日付けで、麻布税務

署長から当時乙が勾留されていた東京拘置所に簡易書留郵便によって発送され、同月３０日

に東京拘置所に配達されたのであり、原告の本店所在地（東京都港区）に送達されたもので

はない。 

 しかしながら、そもそも、国税通則法が送達に関する規定を設けた趣旨は、国税に関して

税務署長等が発する書類がその趣旨のものとして名宛人の下に確実に、かつ、速やかに送達

され、当該送達によってその後の手続が適正に進行することを確保することにあると解され

る。 

 そして、証拠（乙２２～２６）及び弁論の全趣旨によれば、麻布税務署長が本件更正処分

をした平成２２年９月２９日当時、原告の本店の所在地に原告の事務所はなく、本店の所在

地以外の場所にも原告の事務所はなかったこと、原告の登記簿（乙１）、法人税の確定申告書

（乙２～７）及び法人設立届出書（乙２６）に記載された原告の代表者である甲の住所（東

京都港区）に甲は居住していなかったこと、麻布税務署長は甲の所在を把握することができ

なかったことが認められる。他方、前記前提事実並びに証拠（甲１）及び弁論の全趣旨によ

れば、原告の実質的経営者である乙は、平成２２年１月●日に法人税法違反の嫌疑で逮捕さ

れ、同年２月９日に同法違反の罪で東京地方裁判所に起訴され、同年９月２９日当時、東京

拘置所に勾留されており、その所在が明らかであった。そして、前記前提事実のとおり、原

告は、平成２２年１１月２４日、麻布税務署長に対し、本件更正処分等を不服として、異議

申立てをしているのであるから、原告は、乙を通じて本件通知書を速やかに受領したものと

認められる。 

 そうすると、かかる事情が認められる本件については、先に述べた送達に関する規定の趣

旨に照らし、麻布税務署長が、本件通知書を東京拘置所に収容中の乙に対して郵送したこと

は、原告に対する送達として適法というべきである。 
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（３）原告の主張について 

 原告は、甲が、平成２２年１月２６日、検察官の取調べにおいて、原告の事務所が本店所

在地に存在している旨供述していたのであるから、麻布税務署長は、原告の事務所が本店所

在地に存在していることを認識でき、また、甲に対する供述の録取が行われていること、甲

が保釈決定において住所を制限されていたこと、麻布税務署の担当者が甲と電話で会話して

いることからすれば、麻布税務署長は、甲の所在を容易に知り得た上、平成２３年３月１５

日に原告に対して国税不服審判所に対する審査請求ができる旨の教示書を郵便送達している

ことからすれば、甲の所在を確実に認識していたといえる旨主張する。 

 しかしながら、本件更正処分がされた平成２２年９月２９日当時、原告の本店の所在地に

原告の事務所が存在していなかったことは先に述べたとおりであるし、仮に麻布税務署長が

甲の所在を認識し得たとしても、上記（２）において述べた事情に鑑みると、原告は、結局、

本件通知書を自己に宛てられた更正決定として受け取ったものと解されるのであって（なお、

本件更正処分に対する異議申立てにおいては、税理士を代理人に選任し、書類の送達先を同

税理士とする旨の申出も行っている。乙６２、６３）、本件通知書の送達が無効であるという

ことはできず（最高裁昭和●●年（○○）第●●号同３０年６月２１日判決・裁判集民事１

８号８３５頁参照）、本件通知書の送達について、本件更正処分の取消原因となるべき違法が

あるともいえない。 

３ 争点（３）（本件通知書の理由付記等に関する違法の有無）について 

（１）原告は、総勘定元帳に基づいて本件確定申告をしている原告については、たとえ青色申告

の承認を受けていなかったとしても、青色申告の場合と同様、総勘定元帳に基づく税務調査

が可能であり、麻布税務署長は推計課税をする必要がなかったのであるから、本件更正処分

については、行政手続法１４条が適用され、理由付記が必要というべきである旨主張する。 

 しかしながら、旧国税通則法７４条の２は、国税に関する法律に基づき行われる処分につ

いては、不利益処分の理由の提示について定める行政手続法１４条の規定は適用しない旨を

定めている。 

 また、法人税法は、税務署長は、内国法人の提出した同法１２１条に規定する青色申告書

に係る法人税の課税標準又は欠損金額の更正をする場合には、その更正に係る国税通則法２

８条２項に規定する更正通知書にその更正の理由を付記しなければならない旨定めている一

方（１３０条２項）、青色申告書以外の申告書に係る法人税の課税標準又は欠損金額の更正を

する場合については、更正の理由を付記しなければならない旨の規定を置いていない。この

ように青色申告書とそれ以外の申告書によって取扱上の差異を認めているのは、法人税法が

青色申告書に係る同法の課税標準又は欠損金額については、その計算を法定の帳簿書類に基

づいて行なわせ、その帳簿書類に基づく実額調査によらないで更正されることのないよう保

障している関係上（同法１３０条１項）、その更正に当たっては、特にそれが帳簿書類に基づ

いていること、あるいは帳簿書類の記載を否定できるほどの信憑力のある資料によったとい

う処分の具体的根拠を明確にする必要があり、かつ、それが妥当であるとしたからにほかな

らず、合理的な理由に基づくものというべきである（最高裁昭和●●年（○○）第●●号同

３８年５月３１日第二小法廷判決・民集１７巻４号６１７頁、最高裁昭和●●年（○○）第

●●号同４２年９月１２日第三小法廷判決・集民８８号３８７頁参照）。 

 そして、旧国税通則法７４条の２及び法人税法１３０条２項は、いずれも、申告書が事実
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上、総勘定元帳に基づいて作成されたか否か、あるいは、更正処分が推計課税によってなさ

れたか否かによって、その取扱いを区別していないのであるから、青色申告書以外の申告書

に係る更正処分については、理由付記を求めていないと解するのが相当である。 

 この点、前記前提事実のとおり、原告は、平成１８年２月２８日、本件事業年度の法人税

につき、青色申告書以外の申告書により、本件確定申告をした。 

 したがって、麻布税務署長には、本件更正処分について、その理由を付記すべき義務はな

いというべきであるから、この点に関する原告の主張を採用することはできない。 

（２）原告は、平成１８年１２月期以降の事業年度について既に青色申告の承認を受けていたの

であるから、行政手続法１４条の立法趣旨を踏襲した法人税法１３０条２項の趣旨に照らす

と、平成２２年９月２９日にした本件更正処分については、理由付記が必要というべきであ

る旨主張する。 

 しかしながら、本件更正処分の当時、原告が平成１８年１２月期以降の事業年度について

青色申告の承認を受けていたとしても、その承認の効果が本件事業年度に遡及するものでは

ないから、本件更正処分に理由を付記すべき義務はないとの前記判断を左右するものではな

い。したがって、この点に関する原告の主張を採用することはできない。 

（３）原告は、更正処分は、青色申告書、白色申告書の区別なく、納税者に対する不利益処分で

あるから、憲法３１条の要請として、その処分理由と適用法条を必ず付記するべきであり、

理由付記を青色申告書に係る更正処分に限定する法人税法１３０条２項の規定は、行政手続

法１４条及び憲法３１条に違反している旨主張する。 

 しかしながら、憲法３１条が直接に、行政上の不利益処分である更正処分に理由が付記さ

れるべきことを保障していると解することはできない。そして、行政手続法１４条１項本文

が、不利益処分をする場合に同時にその理由を名宛人に示さなければならないとしているの

は、名宛人に直接に義務を課し又はその権利を制限するという不利益処分の性質に鑑み、行

政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に

知らせて不服の申立てに便宜を与える趣旨に出たものと解されるところ、法人税法が青色申

告書とそれ以外の申告書によって理由付記について取扱上の差異を設けていることが、合理

的な理由に基づくものであることは、先に述べたとおりである。 

 したがって、法人税法１３０条２項の規定は、行政手続法１４条及び憲法３１条に違反し

ていないというべきであるから、この点に関する原告の主張を採用することはできない。 

（４）原告は、本件通知書には、更正前と更正後の課税標準等及び税額等の記載が欠如している

だけでなく、国税通則法２７条の調査に基づくものである旨の付記も欠如していたのである

から、本件更正処分には、国税通則法２８条２項に違反する違法がある旨主張する。 

 しかしながら、法人税の課税標準は各事業年度の所得金額であるところ（法人税法２１条）、

証拠（甲１）によれば、本件通知書には、本件更正処分前と本件更正処分後の所得金額又は

欠損金額、納付すべき法人税額等の記載があるほか、本件更正処分によって増加する納付す

べき税額の記載もあると認められるから、国税通則法２８条２項各号所定の記載すべき事項

を欠いているとはいえない。また、前記１において述べたとおり、本件更正処分は、国税通

則法２４条が定める調査に基づくものであり、同法２７条が定める調査に基づくものではな

いから、本件通知書に、本件更正処分が同条の調査に基づくものである旨を付記する必要は

ない。したがって、この点に関する原告の主張を採用することはできない。 
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（５）以上より、本件通知書は、必要な記載を欠くものではないから、理由の付記等に関する違

法があるとはいえない。 

４ 争点（４）（別件刑事事件に係るほ脱税額との齟齬に関する違法の有無）について 

（１）原告は、本件更正処分における納付すべき法人税額の合計額９億４５７７万４３００円は、

査察部が認定した原告の本件事業年度の納付すべき法人税額及び東京地方検察庁検察官の起

訴状に記載されたほ脱税額８億０２４５万２０００円との間で１億４３３２万２３００円の

齟齬があり、当該ほ脱税額と本件更正処分の納付すべき法人税額が一致していないから、本

件更正処分は違法である旨主張する。 

 しかしながら、犯則嫌疑者の納付すべき法人税額に関する査察部の認定は、国税に関する

犯則事件について告発をするか否かを判断するための調査の一環としてされるものにすぎず、

また、起訴状記載の公訴事実に係る訴因の設定は検察官の裁量に委ねられているのであり、

査察部の上記認定や起訴状の記載ないし当該起訴状に係る起訴が、納付すべき法人税額を確

定させる効力や税務署長の更正処分の内容を拘束する効力を有するものではない。 

 したがって、査察部が認定した原告の本件事業年度の納付すべき法人税額及び東京地方検

察庁検察官が別件刑事事件の起訴状に記載したほ脱税額と本件更正処分の納付すべき法人税

額が一致していないとしても、それが本件更正処分の違法事由となるものではないから、こ

の点に関する原告の主張を採用することはできない。 

（２）原告は、東京地方裁判所が、別件刑事事件において、原告の本件事業年度における法人税

額を７億８７６３万６４００円と認定したことにより、麻布税務署長は、本件更正処分にお

いて法人税額を１億５８１３万７９００円過大に更正していたことを知ったのであるから、

国税通則法２６条に基づき、本件更正処分に係る再更正を行う義務があったのであり、それ

にもかかわらず、麻布税務署長は、再更正処分を怠っているのであるから、本件更正処分は、

国税通則法２６条に違反し、違法というべきである旨主張する。 

 しかしながら、上記（１）で述べたことによれば、本件において原告主張のような再更正

をすべき義務があったと直ちにいえるものではない。また、再更正処分は、税務署長が、更

正処分をした後、その更正をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知った

ときに、その調査により、当該更正に係る課税標準等又は税額等を更正するものであり（国

税通則法２６条）、そもそも、再更正処分を怠っていることそれ自体が先にされた更正処分の

違法事由となるものでもない。 

５ 争点（５）（Ｄビルの譲渡原価に係る申告額の損金算入の可否）について 

（１）法人税法は、法人税の課税標準を各事業年度の所得金額とし（２１条）、各事業年度の所得

金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した額とする（２２条

１項）旨定めている。そして、固定資産を譲渡した場合、所得金額の計算上、その譲渡対価

の額は益金の額に算入され（法人税法２２条２項）、譲渡原価の額は、通常、同条３項１号所

定の原価の額として損金の額に算入されることになる（同項）。 

 前記前提事実のとおり、原告は、本件事業年度の所得金額の計算において、Ｄビルの売却

収入４４億円を益金の額とし、その譲渡原価３９億６４３９万６０１６円を損金の額として

計上し、その差額４億３５６０万３９８４円を固定資産売却益としていた。 

 この点につき、被告は、原告が、本件事業年度の所得金額の計算上、損金の額に算入した

Ｄビルの譲渡原価のうち、Ｂ部分の取得費用、戊及びＩに対する支払手数料については、所
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得金額を過少に申告するため、架空の譲渡原価を計上したものであるから、これらを損金の

額に算入することはできない旨主張するのに対し、原告は、架空の譲渡原価を計上したもの

ではないから、これらの譲渡原価は損金の額に算入されるべきである旨主張する。 

 そこで、以下、本件事業年度の所得金額の計算上、原告の申告に係る上記各譲渡原価を損

金の額に算入することができるか否かについて検討することとする。 

（２）Ｂ部分の取得費用について 

ア 認定事実 

 前記前提事実及び掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。な

お、乙の別件刑事事件における供述（乙７３、７４）中、下記認定に反する部分は、掲記

の証拠等に照らし、採用できない。 

（ア）乙は、暴力団組織の組長であり、原告の実質的経営者としてその業務全般を統括して

いた。甲は、原告が組長を務める暴力団組織の組員であった者である。（甲４、６、乙１

３） 

（イ）丁は、Ｊの代表取締役である（乙１３）。 

（ウ）原告は、平成１６年６月２４日、Ｇとの間で、Ｂ部分及びＧの全株式を代金４億７０

００万円で買い受ける旨の契約をし、その代金を支払った（前記前提事実）。これにより、

原告は、Ｂ部分の所有権を取得した。 

（エ）乙は、原告がＤビルを売却することによって生じる固定資産売却益を圧縮するため、

平成１７年４月ないし５月頃、丁に対し、Ｂ部分の売買契約について、契約当事者であ

るＧと原告との間にＪを介在させ、ＧからＪ、Ｊから原告へと順次Ｂ部分が譲渡された

ように仮装し、Ｊと原告との間の売買代金を２５億円程度とすることにより、Ｄビルの

譲渡原価を水増しすることについて協力を求めた。これに対し、丁は、当時、Ｊに６５

億円を超す繰越欠損金があり、２５億円程度の架空売上を計上しても、税負担が生じな

い見通しであったことから、これに応じることとした。（乙１３） 

（オ）その後、乙は、本件確定申告までに、丁や配下の者に指示をするなどして、Ｂ部分の

売買に関する内容虚偽の契約書及び領収証、すなわち、①ＧがＪに対してＢ部分を４億

９０００万円で譲渡する旨の平成１６年６月２４日付け不動産売買契約書（乙２９）、②

Ｊに宛てられたＧ名義の３億９０００万円の同日付け仮領収証（乙３１）及び③１億円

の同年８月３１日付け領収証（乙３２）、④Ｊが、原告に対し、Ｇの全株式を１０００万

円、Ｂ部分を２４億９０００万円で譲渡する旨の同年６月２４日付け株式譲渡及び建物

売買契約書（乙３０）、⑤原告に宛てられたＪ名義の３億９０００万円の同日付け受領書

（乙３３）、⑥１億円の同年８月３１日付け受領書（乙３４）及び２５億円（上記⑤及び

⑥の金額を含む。）の平成１７年７月２９日付け領収証（乙３５）を作成させた（乙１３、

３６（４～６頁））。 

（カ）原告は、平成１７年７月２７日、Ｈとの間で、Ｄビルにつき、代金４４億円の借地権

付建物売買契約を締結し、同月２９日、Ｈから、Ｅへの借地権譲渡承諾料等４億３００

０万円を差し引いた売却代金残額３９億７０００万円を振込送金により受け取った（前

記前提事実）。なお、Ｈからの上記振込送金は、Ｎ信用組合の原告名義の預金口座になさ

れた（乙７４（５４頁））。 

（キ）丁は、平成１７年７月２７日、乙から指示を受けて、Ｎ信用組合の本店において、Ｊ
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名義の預金口座を新規に開設し、１０００円を入金したが、その預金通帳及び届出印は

乙が持ち帰った（乙１３、３７、３８）。 

（ク）乙は、平成１７年７月２９日、Ｎ信用組合の本店において、原告の預金口座から２１

億円を出金し、Ｊ名義の預金口座に２０億１０００万円を入金した。丁は、同日、乙か

ら指示を受けて、Ｎ信用組合の本店において、Ｊ名義の預金口座から現金２０億１００

０万円を出金する手続をしたが、この現金はすべて乙が持ち帰った。（乙１３、３７、３

８） 

（ケ）乙は、平成１９年６月６日、Ｎ信用組合の本店において、Ｊ名義の預金口座の解約手

続を行い、同口座の残金１０００円の支払を受けた（乙３７、３８）。 

（コ）原告は、Ｂ部分をＪから２４億９０００万円で取得したとして、これを平成１７年７

月２７日付けで借地権勘定に計上し、Ｄビルの譲渡原価の一部として本件事業年度の損

金の額に算入した上で、本件確定申告をした（乙７、１２、３６（１２頁参照））。 

イ 上記認定事実を総合すると、原告は、ＤビルをＨに対して４４億円で売却したことによ

り、本件事業年度において、多額の固定資産売却益が生じ、多額の法人税が課されること

が見込まれたことから、その税負担を免れるため、原告の実質的経営者である乙の主導に

より、Ｂ部分の所有権が、ＧからＪに４億９０００万円で譲渡され、Ｊから原告に２４億

９０００万円で譲渡されたように仮装し、原告の本件事業年度の所得金額の計算上、上記

２４億９０００万円をＤビルの譲渡原価として損金の額に計上し、固定資産売却益を不正

に圧縮し、本件確定申告をしたものであると認められる。 

 したがって、原告は、本件事業年度の所得金額を過少に申告するため、Ｂ部分の取得費

用２４億９０００万円について、架空の譲渡原価を計上したものであるから、かかる譲渡

原価を損金の額に算入することはできないというべきである。 

ウ 原告の主張について 

（ア）原告は、平成１６年６月２４日、Ｇとの間で、原告がＧからＢ部分及びＧの株式を４

億７０００万円で買い受ける旨の合意をし、同日、Ｊに対し、Ｇの株式を４億９０００

万円で売却した後、平成１７年７月２７日、Ｊから、Ｇの株式を２５億円で買い受け、

同月２９日、Ｊに対し、Ｊへの貸金４億９０００万円を控除した２０億１０００万円を

支払ったのであり、Ｂ部分の所有権を有するＧの株式の売買により、Ｂ部分の所有権が

原告からＪへ、Ｊから原告へと順に移転したのであるから、上記Ｂ部分の取得費用２４

億９０００万円は、Ｄビルの譲渡原価として損金算入されるべきである旨主張する。 

 しかしながら、かかる原告の主張を前提としても、原告は、Ｇとの間で、Ｂ部分及び

Ｇの株式を４億７０００万円で買い受ける旨の合意をしたのであり、これによって、原

告はＢ部分の所有権をＧから直接取得し、ＧはＢ部分の所有権を失っているのであるか

ら、その後に、原告が、Ｇの株式をＪに売却し、これをＪから買い戻したとしても、原

告がＪからＢ部分の所有権を取得したことにはならない。また、そもそも、不動産を所

有する会社の発行済み株式を全部取得したとしても、これによって、当該株式の取得者

が、当該不動産の所有権を取得するものではないから、原告が主張するように、Ｂ部分

の所有権を有するＧの株式を売買することによって、Ｂ部分の所有権が原告からＪへ、

Ｊから原告へと順に移転するものではない。 

 したがって、この点に関する原告の主張を採用することはできない。 
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（イ）また、原告は、原告とＪは、平成１０年、Ｄビルの地上げを共同して行い、Ｊがテナ

ントに対する立退交渉などを行い、地上げが成功した場合には、原告がＪに対して成功

報酬を支払う旨の合意をし、平成１６年６月、上記成功報酬の金額を２０億１０００万

円とする旨の合意をしていたのであるから、少なくともＪに支払った２０億１０００万

円は、地上げ報酬そのものと評価し、Ｄビルの譲渡原価として損金算入されるべきであ

る旨主張する。 

 しかしながら、上記認定事実によれば、原告が平成１７年７月２９日にＪ名義の預金

口座に入金した２０億１０００万円は、同日、同預金口座から出金され、乙がそのまま

持ち帰っており、同預金口座の預金通帳及び届出印も始めから乙が保持していたもので

あり、上記２０億１０００万円の資金の移動は、原告があたかもＪからＢ部分の譲渡を

受けたかのように仮装するためものにすぎないというべきであるから、原告がＪに対し

て２０億１０００万円の支払をしたと認めることはできない。かえって、証拠（乙１３）

及び弁論の全趣旨によれば、丁がＤビルの地上げに関して原告から受領した報酬は、１

５００万円であったと認められる。なお、Ｄビルに関するＪの報酬を２５億円とする原

告とＪ間の合意書（甲７４の１）は、以上に述べたところに照らし、その信憑性を肯定

することはできない。 

 したがって、この点に関する原告の主張を採用することはできない。 

（３）戊に対する支払手数料について 

ア 認定事実 

 前記前提事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば、次の事実を認めることがで

きる。なお、乙の別件刑事事件における供述（乙７３）中、下記認定に反する部分は、掲

記の証拠等に照らし、採用できない。 

（ア）戊は、乙が属する暴力団組織における東北地区の相談役を務めていた者であり、平成

１４年９月に死亡した（甲４（１９頁））。 

（イ）乙は、原告がＤビルを売却することによって生じる固定資産売却益を圧縮するため、

原告が、戊に対し、Ｄビルの売買の交渉及びＤビルのテナントの立退交渉に関する業務

を委託し、その報酬として５億円を支払ったように仮装して、当該５億円をＤビルの譲

渡原価として水増しすることとし、本件確定申告までに、丁や配下の者に指示をするな

どして、内容虚偽の契約書及び領収証、すなわち、①原告が戊に対して上記業務を委託

し、その報酬を５億円とする平成１１年３月４日付け業務委託契約書（乙４０、４９）

及び②原告に宛てられた戊名義の５億円の平成１２年１２月２６日付け仮領収証（乙４

１）を作成させた（乙３６（７～１１頁））。 

（ウ）原告は、Ａ部分のテナントの立ち退きに関する手数料５億円を戊に支払ったとして、

これを平成１２年１２月２８日付けで借地権勘定に計上し、Ｄビルの譲渡原価の一部と

して本件事業年度の損金の額に算入し、本件確定申告をした（乙７、３６（１２頁参照））。 

イ 上記ア及び前記（２）アの認定事実を総合すると、原告は、ＤビルをＨに対して４４億

円で売却したことにより、本件事業年度において、多額の固定資産売却益が生じ、多額の

法人税が課されることが見込まれたことから、その税負担を免れるため、原告の実質的経

営者である乙の主導により、原告が、戊に対し、Ｄビルの売買の交渉及びＤビルのテナン

トの立退交渉に関する業務を委託し、その報酬として５億円を支払ったように仮装し、原
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告の本件事業年度の所得金額の計算上、上記５億円をＤビルの譲渡原価として損金の額に

計上し、固定資産売却益を不正に圧縮し、本件確定申告をしたと認められる。 

 したがって、原告は、本件事業年度の所得金額を過少に申告するため、戊に対する支払

手数料５億円について、架空の譲渡原価を計上したものであるから、かかる譲渡原価を損

金の額に算入することはできないというべきである。 

ウ 原告の主張について 

 原告は、戊に対し、Ａ部分のテナントの立退交渉の手数料として、５億円を支払ったの

であるから、同金員はＤビルの譲渡原価として損金算入されるべきである旨主張する。そ

して、原告は、これを裏付ける証拠として、①原告に宛てられた戊名義の５億円の平成１

２年９月４日付け約束手形預り書（甲１４）、②受取人欄に「戊」と記載された約束手形番

号●●の手形控耳（甲１５）、③原告に宛てられた戊名義の５億円の平成１４年９月１２日

付け領収証（甲１６の１）、④戊の同日付け印鑑登録証明書、⑤原告と戊との間の業務委託

契約に係る平成１２年６月１４日付け協定書（甲１７）を提出している。 

 しかしながら、先に述べたとおり、原告の実質的経営者である乙は、Ｄビルの固定資産

売却益を不正に圧縮するため、丁や配下の者に指示をするなどして、内容虚偽の関係書類

を多数作成させていること、上記①の約束手形預かり書、③の領収証及び⑤の協定書の筆

跡は、先に述べた内容虚偽の平成１２年１２月２６日付け仮領収証（乙４１）の筆跡と酷

似していること、乙も別件刑事事件において上記①の約束手形預かり書は戊が記載したも

のではない旨供述していること（乙７３（３７頁））に鑑みると、これらの書類はいずれも

戊が作成したものであるとは認められず、戊への支払を仮装するために作成された可能性

があり、また、上記②の手形控耳の受取人欄も、当初は空欄であり、後から「戊」と書き

加えられたと認められるから（乙７３（７９～８１頁））、これらの証拠はいずれも信憑性

を欠くものというべきである。さらに、甲が、乙の配下の者や貸付先の顧客は、普段から

不定期に、乙に対して、印鑑登録証明書や登録印鑑を預けさせられていた旨供述している

こと（甲４（１７頁））に鑑みると、上記③の印鑑登録証明書も、上記③の領収証とは無関

係であるとみることができる。 

 したがって、原告が戊に対して５億円を支払ったとは認められないから、この点に関す

る原告の主張を採用することはできない。 

（４）Ｉに対する支払手数料について 

ア 認定事実 

 前記前提事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば、次の事実を認めることがで

きる。なお、乙の別件刑事事件における供述（乙７３）中、下記認定に反する部分は、掲

記の証拠等に照らし、採用できない。 

（ア）Ｉは、暴力団組織の組長を務めていた者であり、平成１７年１月に死亡した（乙３６

（９頁）、弁論の全趣旨）。 

（イ）乙は、原告がＤビルを売却することによって生じる固定資産売却益を圧縮するため、

原告が、Ｉに対し、ＤビルのＬ号室の立退料として、２億８０００万円を支払ったよう

に仮装して、当該２億８０００万円をＤビルの譲渡原価として水増しすることとし、本

件確定申告までに、配下の者に指示をするなどして、内容虚偽の領収証、すなわち、①

原告に宛てられたＩ名義の１億８０００万円の平成１６年７月１５日付け仮領収証（乙
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４３）及び②２億８０００万円の平成１７年１月７日付け領収証（乙４４）を作成させ

た（乙３６（９～１１頁）、４２）。 

（ウ）原告は、Ｄビルの立ち退きに関する支払手数料２億８０００万円をＩに支払ったとし

て、これを平成１７年１月７日付けで借地権勘定に計上し、Ｄビルの譲渡原価として本

件事業年度の損金の額に算入し、本件確定申告をした（乙１２、３６（１２頁参照））。 

イ 上記ア及び前記（２）アの認定事実を総合すると、原告は、ＤビルをＨに対して４４億

円で売却したことにより、本件事業年度において、多額の固定資産売却益が生じ、多額の

法人税が課されることが見込まれたことから、その税負担を免れるため、原告の実質的経

営者である乙の主導により、原告が、Ｉに対し、ＤビルのＬ号室の立退料として、２億８

０００万円を支払ったように仮装し、原告の本件事業年度の所得金額の計算上、上記２億

８０００万円をＤビルの譲渡原価として損金の額に計上し、固定資産売却益を不正に圧縮

し、本件確定申告をしたと認められる。 

 したがって、原告は、本件事業年度における所得金額を過少に申告するため、Ｉに対す

る支払手数料２億８０００万円について、架空の譲渡原価を計上したものであるから、か

かる譲渡原価を損金の額に算入することはできないというべきである。 

ウ 原告の主張について 

 原告は、Ｉに対し、Ｂ部分のＫ号室の立退交渉の手数料等として、２億８０００万円を

支払ったのであるから、同金員はＤビルの譲渡原価として損金算入されるべきである旨主

張する。 

 しかしながら、原告に宛てられたＩ名義の１億８０００万円の平成１６年７月１５日付

け仮領収証（乙４３）及び２億８０００万円の平成１７年１月７日付け領収証（乙４４）

には、立退料の支払先として「ＤビルＬ号室」が挙げられているのであって、原告が主張

するＫ号室は明示されていない。また、原告は、Ｂ部分のＫ号室を賃借していたＭに対す

る建物明渡等請求訴訟をしていたが、平成１６年７月５日付けで和解が成立し、Ｍは同年

９月１日付けでＫ号室を明け渡しており、立退料の支払はされていないと認められる（乙

２０、５１）。 

 したがって、原告がＩに対して２億８０００万円を支払ったとは認められないから、こ

の点に関する原告の主張を採用することはできない。 

６ 争点（６）（簿外経費の損金算入の可否）について 

（１）原告は、本件事業年度において、未申告の経費として、丁に対する支払手数料５０００万

円、借入金に対する支払利息合計１５億００２２万９７４０円、強制執行費用５２万３１０

０円を支出しているから、当該経費は、本件事業年度の所得金額の計算上、損金の額に算入

される旨主張するのに対し、被告は、原告がこれらの経費を簿外で支払ったとは認められな

いから、これらを損金の額に算入することはできない旨主張する。そして、証拠（乙２～１

２）及び弁論の全趣旨によれば、原告の主張する上記経費は、原告の決算書類や帳簿に記載

されていなかったと認められる。 

 ところで、本件更正処分の適法性を主張する被告は、法人税の課税標準である各事業年度

の所得の金額（法人税法２１条）について主張立証責任を負うと解されるところ、所得の金

額が当該事業年度の益金の額から損金の額を控除して算出されること（同条２項）からすれ

ば、益金の額のみならず、損金の額についても被告に主張立証責任があるというべきである。 
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 もっとも、法人税法は、内国法人に対し、事業年度ごとに所得金額及び法人税額等を記載

した申告書を提出するよう義務付け（７４条１項）、当該申告書には、当該事業年度の貸借対

照表及び損益計算書等の書類を添付しなければならないものとするなど、確定した決算に基

づいて正しい申告をすべきことを求めている上、損金となる費用の存在が納税者にとって有

利な事実であり、その証憑書類を整理・保存し、帳簿に計上することも容易であることから

すれば、原告が損金として未申告の簿外経費が存在すると主張するときは、当該証拠との距

離からみても、原告が損金となる簿外経費の存在を合理的に推認させるに足りる程度の具体

的な反証を行わない限り、当該簿外経費は存在しないとの事実上の推定が働くものというべ

きである。 

 そこで、以上に述べたところを踏まえ、本件事業年度の所得金額の計算上、原告が簿外で

支払ったとする未申告の費用を損金の額に算入することができるか否かについて検討するこ

ととする。 

（２）丁に対する支払手数料について 

 原告は、平成１７年７月２９日、乙と丁らが共にＮ信用組合本店を訪れた際、丁に対し、

Ｄビルの地上げに関する手数料として、５０００万円を支払ったのであるから、この５００

０万円は、Ｄビルの譲渡原価として、本件事業年度の損金の額に算入されるべきである旨主

張する。そして、原告は、これを裏付ける証拠として、①原告に宛てられたＪ名義の５００

０万円の平成１７年７月２９日付け領収証（甲１９）、②コンサルタント収入として４３２０

万５９５６円が計上されているＪの平成１８年１月期の決算報告書（甲２０）を提出してい

る。 

 しかしながら、先に述べたとおり、原告の実質的経営者である乙は、Ｄビルの固定資産売

却益を不正に圧縮するため、丁や配下の者に指示をするなどして、内容虚偽の関係書類を多

数作成させていること、甲が、乙の配下の者や貸付先の顧客は、普段から不定期に、乙に対

して、印鑑登録証明書や登録印鑑を預けさせられていた旨供述していることに加え、丁が、

本件犯則調査において、Ｄビルの地上げに関する報酬は１５００万円であり、Ｊのゴム印を

乙に預けていた旨供述していること（乙１３）に鑑みると、上記①の領収証は、Ｊへの支払

を仮装するために作成された可能性があるから、信憑性を欠くものというべきである。また、

Ｊは、平成１８年１月期の総勘定元帳（乙５２）において、株式会社ｂ及びｄ株式会社から

のコンサルタント収入として、合計４３２０万５９５６円を計上していることからすれば、

Ｊの平成１８年１月期の決算報告書（甲２０）に計上されているコンサルタント収入４３２

０万５９５６円が原告からの収入であるとは認められない。 

 以上に述べたところによれば、原告がＤビルの地上げに関する手数料として５０００万円

を丁に対して支払ったとの事実はないと認めるのが相当であり、この認定を覆すに足りる的

確な証拠はない。 

 したがって、丁に対する支払手数料５０００万円を本件事業年度の損金の額に算入するこ

とはできない。 

（３）支払利息について 

ア Ｏに対する支払利息について 

 原告は、平成元年から平成３年にかけて、ＪやＰに対する貸付けの資金とするため、Ｏ

から合計２４億１９６８万円を借り入れた後、Ｄビルの地上げが完成し、平成１７年７月
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２９日、Ｈから売買代金の入金を受けたことから、Ｏに対し、同日に５億円（利息７７６

４万７０５９円を含む。）、同年１１月２５日に１２億円（利息１億８６３５万２９４１円

を含む。）を支払った（支払利息合計２億６４００万円）旨主張する。 

 しかしながら、Ｏは、平成１８年度の総勘定元帳（甲２６の１）及び平成１０年４月１

日から平成１１年３月３１日までの事業年度の確定決算書（甲２６の２）において、貸付

けの相手方をＰと記載している。 

 また、原告の平成１２年１２月期から本件事業年度までの決算報告書及び勘定科目内訳

書（乙２～７）には、原告が主張するようなＪやＰに対する貸金債権の記載はなく、Ｊの

平成１６年２月１日から平成１７年１月３１日までの事業年度の勘定科目内訳書（乙４６）

及び同年２月１日から平成１８年１月３１日までの事業年度の勘定科目内訳書（乙４７）

にも、借入先として原告が記載されていない。そして、原告を貸主、Ｊを借主とする借用

証書（甲９の１、１０の１、１１の１、１２の１）は、作成当時、貸主欄は空欄であり、

我が国において郵便番号が７桁になった平成１０年２月２日以降に原告の社判（郵便番号

が７桁である。）が押印されたものであると認められること（甲６（６～８頁）、乙４８）、

Ｐを借主とする借用証書（甲２１の１、２３、２４の１、２５の１）は、貸主欄が空欄で

あることからすれば、これらの借用証書は、原告が主張するようなＪやＰに対する貸付け

を裏付けるものとはいい難い。 

 さらに、乙は、原告だけでなく、Ｏをも実質的に経営していたと認められる（乙７１（１

頁）、７３（８３、９７頁））。 

 以上に述べたところによれば、原告がＯから借入れをしたとの事実や合計２億６４００

万円の利息を支払ったとの事実はないと認めるのが相当であり、この認定を覆すに足りる

的確な証拠はない。 

 したがって、Ｏに対する支払利息２億６４００万円を本件事業年度の損金の額に算入す

ることはできない。 

イ Ｑに対する支払利息について 

 原告は、平成２年から平成９年にかけて、Ｒ、Ｓ、Ｔ、Ｕ及びＶ（以下、併せて「Ｒ等」

という。）に対する貸付けの資金とするため、Ｑから合計２１億７３００万円を借り入れ、

平成１０年以降、Ｄビルの地上げに必要な資金とするため、Ｑから合計６億６１３７万１

４６９円を借り入れるなど、多数の借入れをしていたが、Ｑに対し、利息の一部として、

平成１７年７月２９日に８３０８万７５７６円、同年８月９日に１億１００１万５１３６

円、同月１９日に５億２３１０万７０２８円の合計７億１６２０万９７４０円を支払った

ほか、同年８月９日に別途２億２００２万円を支払った（支払利息合計９億３６２２万９

７４０円）旨主張する。そして、原告は、これを裏付ける証拠として、①Ｑを貸主、原告

を借主とする３０億円の平成１４年１月２８日付け借用証書（甲２９の１）、②約３６億円

の借入れや今後の利息支払を確認するＱに宛てられた原告名義の平成１６年８月２５日付

け確約書（甲３０の１）、③原告に宛てられたＱ名義の平成１７年８月１９日付け領収書（甲

３１の１）及び２億２０００万円の同月９日付け領収書（甲３１の２）を提出している。 

 しかしながら、先に述べたとおり、原告の実質的経営者である乙は、Ｄビルの固定資産

売却益を不正に圧縮するため、丁や配下の者に指示をするなどして、内容虚偽の関係書類

を多数作成させていること、甲が、乙の配下の者や貸付先の顧客は、普段から不定期に、
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乙に対して、印鑑登録証明書や登録印鑑を預けさせられていた旨供述していることに加え、

乙は、子であるｉをＱの代表取締役に据えるなどして、Ｑを実質的に経営していたと認め

られること（乙１３、７１（１頁）、７３（８２、９７頁））に鑑みると、上記①から③ま

での証拠は、貸付けや支払を仮装するために作成された可能性があるから、いずれも信憑

性を欠くというべきである。 

 また、Ｑは、平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの事業年度の決算報告

書（乙５４）において、貸付金を記載していない。 

 さらに、原告の平成１２年１２月期から本件事業年度までの決算報告書及び勘定科目内

訳書（乙２～７）には、原告が主張するようなＲ等に対する貸金債権の記載はない。そし

て、Ｒ等を借主とする借用証書（甲２７の１、２８の１、３６の１、３７の１、４６の１、

５１の１）は、貸主欄が空欄であることからすれば、これらの借用証書は、原告が主張す

るようなＲ等に対する貸付けを裏付けるものとはいい難い。 

 以上に述べたところによれば、原告がＱから借入れをしたとの事実や合計９億３６２２

万９７４０円の利息を支払ったとの事実はないと認めるのが相当であり、この認定を覆す

に足りる的確な証拠はない。 

 したがって、Ｑに対する支払利息９億３６２２万９７４０円を本件事業年度の損金の額

に算入することはできない。 

ウ Ｗに対する支払利息について 

 原告は、平成１２年１２月２５日、戊に対する手数料５億円の支払等の資金とするため、

Ｗから６億円を借り入れ、平成１７年７月２９日、Ｗに対し、８億５０００万円（利息２

億５０００万円を含む。）を支払った旨主張する。そして、原告は、これを裏付ける証拠と

して、原告に宛てられたＷ名義の２億５０００万円の平成１７年７月２９日付け領収書（甲

３３）を提出している。 

 しかしながら、先に述べたとおり、戊に対する手数料支払の事実は認められない。そし

て、原告の実質的経営者である乙は、Ｄビルの固定資産売却益を不正に圧縮するため、丁

や配下の者に指示をするなどして、内容虚偽の関係書類を多数作成させていること、甲が、

乙の配下の者や貸付先の顧客は、普段から不定期に、乙に対して、印鑑登録証明書や登録

印鑑を預けさせられていた旨供述していることに加え、乙は、家族をＷの代表取締役に据

えるなどして、Ｗを実質的に経営していたと認められること（乙７１（１頁）、７３（８３、

９７頁））に鑑みると、上記証拠は、支払を仮装するために作成された可能性があるから、

いずれも信憑性を欠くというべきである。 

 また、Ｗは、平成１６年６月１日から平成１７年５月３１日までの事業年度の決算報告

書（乙５５）及び同年６月１日から平成１８年５月３１日までの事業年度の決算報告書（乙

５６）において、貸付金を記載していない。 

 そうすると、原告がＷから借入れをしたとの事実や２億５０００万円の利息を支払った

との事実はないと認めるのが相当であり、この認定を覆すに足りる的確な証拠はない。 

 したがって、Ｗに対する支払利息２億５０００万円を本件事業年度の損金の額に算入す

ることはできない。 

エ Ｘに対する支払利息について 

 原告は、Ｘから、平成１１年７月１６日頃に２億５０００万円、同年１０月頃に１億円、
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平成１６年１２月１４日に３０００万円、同月２７日に１０００万円を借り入れ、上記２

億５０００万円をＡ部分の持分４分の３の競売代金の支払に充て、上記１億円をＡ部分の

残り４分の１の持分を取得するための代金の支払に充て、平成１７年７月２９日、Ｘに対

し、上記合計３億５０００万円の借入金の利息として、５０００万円を支払った旨主張す

る。そして、原告は、これを裏付ける証拠として、原告に宛てられたＹ（Ｘの現姓）名義

の平成１７年７月２９日付け領収書（甲３４）を提出している。 

 しかしながら、先に述べたとおり、原告の実質的経営者である乙は、Ｄビルの固定資産

売却益を不正に圧縮するため、丁や配下の者に指示をするなどして、内容虚偽の関係書類

を多数作成させていること、甲が、乙の配下の者や貸付先の顧客は、普段から不定期に、

乙に対して、印鑑登録証明書や登録印鑑を預けさせられていた旨供述していることに加え、

Ｘが乙の配偶者であること（乙７１（１頁））に鑑みると、上記証拠は、支払を仮装するた

めに作成された可能性があるから、信憑性を欠くというべきである。 

 したがって、原告がＸから借入れをしたとの事実や５０００万円の利息を支払ったとの

事実はないと認めるのが相当であり、この認定を覆すに足りる的確な証拠はない。 

 したがって、Ｘに対する支払利息５０００万円を本件事業年度の損金の額に算入するこ

とはできない。 

（４）強制執行費用について 

 原告は、Ｄビルに入居していたＺを立ち退かせるため、強制執行の申立てを行い、これに

関連して、平成１６年８月１９日、ａ弁護士に対し、強制執行補助者の手数料及び鍵交換費

用として５万円、遺留品の保管代として４７万３１００円を支払ったのであるから、上記合

計５２万３１００円も、本件事業年度の強制執行費用として、本件事業年度の所得金額の計

算上、損金の額に算入されるべきである旨主張する。そして、原告は、これを裏付ける証拠

として、原告に宛てられたａ弁護士名義の５２万３１００円の平成１６年８月１９日付け領

収書（甲３５の４）を提出している。 

 しかしながら、証拠（甲３５の４、乙１１、３６（１２頁））及び弁論の全趣旨によれば、

原告は、平成１６年６月から８月までの間に、ａ弁護士に対し、Ｄビルに係る強制執行に関

し、合計２１２万０２５０円を支払ったこと、上記領収書に記載された５２万３１００円の

うち、送金料６００円を除く５２万２５００円は、上記２１２万０２５０円の一部であった

こと、原告は、本件事業年度の所得金額の計算上、上記２１２万０２５０円をＤビルの譲渡

原価として損金の額に算入していたことが認められる。なお、原告の総勘定元帳に上記送金

料６００円が計上されていないと認められること（甲３５の４、乙１１）に鑑みると、上記

６００円は原告の負担においてａ弁護士に支払われたものではないと認めるのが相当であり、

これを覆すに足りる証拠はない。 

 したがって、原告が主張する強制執行費用５２万３１００円のうち、５２万２５００円は

既に本件事業年度の損金の額に算入済みであり、残額の６００円は支払の事実が認められな

いから、これらを本件事業年度の損金の額に算入することはできない。 

７ 争点（７）（貸倒損失の損金算入の可否）について 

（１）原告は、本件事業年度において、Ｒに対する貸金債権１２億円、Ｔに対する貸金債権２億

３０００万円、Ｕに対する貸金債権４億６５００万円、Ｐに対する貸金債権及び手形債権合

計１５億５０００万円が貸倒れとなったから、これらの貸倒損失は、本件事業年度の所得金



 

29 

額の計算上、損金の額に算入される旨主張するのに対し、被告は、原告がこれらの貸金債権

を有していたとは認められないから、これらを損金の額に算入することはできない旨主張す

る。 

 ところで、証拠（乙２～１２）及び弁論の全趣旨によれば、原告が主張する貸金債権は、

原告の決算書類や帳簿に記載されていなかったと認められるところ、未申告の簿外の貸倒損

失についても、前記６（１）において未申告の簿外経費に関して述べたことと同様のことが

いえるから、原告が損金として簿外の貸倒損失が存在すると主張するときは、当該証拠との

距離からみても、原告が損金となる貸倒損失の存在を合理的に推認させるに足りる程度の具

体的な反証を行わない限り、当該貸倒損失は存在しないとの事実上の推定が働くものという

べきである。 

 そこで、以上に述べたところを踏まえ、本件事業年度の所得金額の計算上、原告が主張す

る未申告の貸倒損失を損金の額に算入することができるか否かについて検討することとする。 

（２）Ｒに対する貸金債権について 

 原告は、Ｒに対し、平成２年８月３１日に２億円、同年１０月２６日に１０億円の合計１

２億円を貸し付けたが、Ｒや連帯保証人である会社はいずれも破産ないし倒産し、個人で連

帯保証人になっていた者も行方不明であるなど、貸金を回収することはできなかったところ、

平成１７年１月●日に行われた担保不動産競売によって７１０万円を回収し、これをＲの未

払利息に充当しており、Ｒに対する貸金債権は、本件事業年度において全額が貸倒れになっ

た旨主張する。そして、原告は、これを裏付ける証拠として、①Ｒを借主とする２億円の平

成２年８月３１日付け借用証書（甲３６の１）、②原告に宛てられたＲ名義の２億円の平成２

年８月３１日付け領収証（甲３６の２）、③Ｒを借主とする１０億円の平成２年１０月２６日

付け借用証書（甲３７の１）、④原告に宛てられたＲ名義の１０億円の平成２年１０月２６日

付け領収証（甲３７の２）、⑤Ｒに係る平成２年１０月６日付け印鑑証明書（甲３８の１）、

⑥Ｒの代表取締役であるｊに係る印鑑登録証明書（甲３８の２）、⑦「Ｃ」を依頼人、「（株）

Ｒ」を受取人とする６億６０００万円の振込金受取書（兼手数料受取書）（甲３９）を提出し

ている。 

 しかしながら、先に述べたとおり、Ｒを借主とする上記①及び③の借用証書は、貸主欄が

空欄であることからすれば、原告が貸付けを行ったことを裏付けるものとはいい難い。また、

先に述べたとおり、原告の実質的経営者である乙は、Ｄビルの固定資産売却益を不正に圧縮

するため、丁や配下の者に指示をするなどして、内容虚偽の関係書類を多数作成させている

こと、甲が、乙の配下の者や貸付先の顧客は、普段から不定期に、乙に対して、印鑑登録証

明書や登録印鑑を預けさせられていた旨供述していることに加え、上記のとおり借用証書の

貸主欄は空欄であることに鑑みると、上記②及び④の領収証は、原告名が後から書き加えら

れるなど、原告による支払を仮装するために作成された可能性があるから、信憑性を欠くも

のというべきである。上記⑦の振込金受取書（兼手数料受取書）は、既に述べたところに加

え、原本を紛失したとして、写しとして証拠提出されたものであること（顕著な事実）に鑑

みると、作為が加えられた可能性を否定できないから、その信憑性を肯定することはできな

い。 

 また、Ｒを債務者とする債権額１２億円の抵当権設定登記（甲４１）は、抵当権者がｆと

なっている。この点につき、原告は、上記抵当権設定登記は名義貸しである旨主張し、これ
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を裏付ける証拠として、Ｒ名義の平成２年１０月２９日付け同意書（甲４４の１）及びｆ名

義の同日付け念書（甲４４の２）を提出しているが、既に述べたところに加え、乙は、配下

の者をｆの代表取締役に据えるなどして、ｆの名義を恣意的に利用していたと認められるこ

と（乙７１（１頁）、７３（８３～８４頁）、７４（１０、２０頁））に鑑みると、名義貸しを

仮装するために作成された可能性があるから、その信憑性を肯定することはできない。 

 以上に述べたところによれば、原告がＲに対して貸付けをしたとの事実はないと認めるの

が相当であり、この認定を覆すに足りる的確な証拠はない。 

 したがって、Ｒに対する貸金債権１２億円については、その存在が認められず、貸倒損失

が生じることの前提を欠くものであるから、これを本件事業年度の損金の額に算入すること

はできない。 

（３）Ｔに対する貸金債権について 

 原告は、平成５年２月２５日、Ｔに対し、３億５０００万円を貸し付け、平成７年１２月

１１日、Ｔが所有する土地及び建物について、同月８日代物弁済を原因とする所有権移転登

記を受け、平成１７年３月３０日、Ｗに対し、２億円で売却し、これを原告が負担した先順

位の抵当権設定登記の抹消費用８０００万円と貸金債権の元金の一部１億２０００万円に充

てたが、Ｔ及び連帯保証人の資力からみて、これ以上の回収の見込みはなかったから、原告

のＴに対する残元金２億３０００万円の貸金債権は、本件事業年度において貸倒れとなった

旨主張する。そして、原告は、これを裏付ける証拠として、①Ｔを借主とする３億５０００

万円の平成５年２月２５日付け借用証書（甲４６の１）、②Ｔ及び連帯保証人に係る同日付け

印鑑登録証明書（甲４６の２・３）、③平成７年１２月８日代物弁済を原因とするＴから原告

への所有権移転登記や原告を権利者とする抵当権設定仮登記がされた土地及び建物の登記事

項証明証（甲４７の１～４）を提出している。 

 しかしながら、上記①の借用証書は、貸主欄が空欄であることからすれば、原告が貸付け

を行ったことを裏付けるものとはいい難い。また、原告は、上記③の土地及び建物について、

Ｗに対し、真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記をしているところ、その際、

Ｔから原告への代物弁済を原因とする所有権移転登記について、Ｔに対する本来の債権者は

Ｗであり、Ｗが原告の名義を借りていたものである旨、法務局に提出した登記原因証明情報

に記載していること（乙５８）に鑑みると、上記③の登記事項証明証の原告に関する記載に

ついても、原告が主張するようなＴに対する貸付けを裏付けるものとはいい難い。 

 以上に述べたところによれば、原告がＴに対して貸付けをしたとの事実はないと認めるの

が相当であり、この認定を覆すに足りる的確な証拠はない。 

 したがって、Ｔに対する貸金債権２億３０００万円については、その存在が認められず、

貸倒損失が生じることの前提を欠くものであるから、これを本件事業年度の損金の額に算入

することはできない。 

（４）Ｕに対する貸金債権について 

 原告は、平成７年９月１８日、Ｕに対し、４億６５００万円を貸し付け、連帯保証人であ

るｇの親族が持分を有する不動産に、ｆ名義で抵当権設定仮登記を受けたが、Ｕは、上記貸

金の元金を全く返済しないまま事実上倒産し、ｇも平成１７年以前に死亡しており、上記不

動産には先順位の抵当権者がいて、ｇの相続人にもめぼしい資産がなく、貸金回収の見込み

はなかったことから、平成１７年９月９日、ｇの相続人からの申し出により、同相続人から
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３００万円を受領して未払利息に充当し、上記抵当権設定仮登記を抹消したのであり、Ｕに

対する貸金債権は、本件事業年度において全額が貸倒れになった旨主張する。そして、原告

は、これを裏付ける証拠として、①Ｕを借主とする４億６５００万円の平成７年９月１８日

付け借用証書（甲５１の１）、②Ｕに係る同日付け印鑑証明書（甲５１の２）、③Ｕの代表取

締役であるｇに係る同月１９日付け印鑑登録証明書（甲５１の３）を提出している。 

 しかしながら、上記①の借用証書は、貸主欄が空欄であることからすれば、原告が貸付け

を行ったことを裏付けるものとはいい難い。 

 また、Ｕを債務者とする債権額４億６５００万円の抵当権設定登記（甲５３）は、抵当権

者がｆとなっている。この点につき、原告は、上記抵当権設定登記は名義貸しである旨主張

し、これを裏付ける証拠として、ｇ名義の平成７年９月１８日付け同意書（甲５２の１）及

びｆ名義の同日付け念書（甲５２の２）を提出しているが、既に述べたところに照らすと、

名義貸しを仮装するために作成された可能性があるから、その信憑性を肯定することはでき

ない。 

 以上に述べたところによれば、原告がＵに対して貸付けをしたとの事実はないと認めるの

が相当であり、この認定を覆すに足りる的確な証拠はない。 

 したがって、Ｕに対する貸金債権４億６５００万円については、その存在が認められず、

貸倒損失が生じることの前提を欠くものであるから、これを本件事業年度の損金の額に算入

することはできない。 

（５）Ｐに対する貸金債権について 

ア 原告は、平成元年から平成２年にかけて、Ｐに対し、合計５億５０００万円を貸し付け

たが、その貸金債権は、Ｐの倒産によって貸倒れとなった旨主張する。そして、原告は、

これを裏付ける証拠として、①Ｐを借主とする２億円の平成元年８月４日付け借用証書（甲

２１の１）、②Ｐに係る平成元年７月２０日付け印鑑証明書（甲２１の２）、③Ｐを借主と

する２億円の平成元年１２月７日付け借用証書（甲２３）、④Ｐを借主とする１億５０００

万円の平成２年２月２８日付けの借用証書（甲２４の１）、⑤Ｐに係る平成２年２月２０日

付け印鑑証明書（甲２４の２）、⑥Ｐの代表取締役であるｍ（以下「ｍ」という。）に係る

平成２年１月２５日付け印鑑登録証明書（甲２４の３）、⑦原告に対する借入金が合計５億

５０００万円あり、これをＪと共同責任で返済する旨のＰ名義の平成４年４月９日付け確

約書（甲５５の１）、⑧Ｐに係る同日付け印鑑証明書（甲５５の２）、⑨乙のところから５

億５０００万円を借り入れたことを自認する内容のＰの代表取締役であるｍの陳述書（甲

５６）を提出している。 

 しかしながら、上記①、③及び④の借用証書は、貸主欄が空欄であることからすれば、

原告が貸付けを行ったことを裏付けるものとはいい難い。また、上記⑦の確約書は、作成

日が平成４年４月９日とされているにもかかわらず、それから１９年以上も経過した平成

２３年１０月１９日という確定日付が付されていることからすれば、その作成日が真正な

ものであるかも疑わしく、既に述べたところにも照らすと、貸付けを仮装するために作成

された可能性があるから、その信憑性を肯定することはできない。さらに、上記⑨の陳述

書についても、ｍは、貸主が誰であるかは確認していない旨述べていることからすれば、

原告が貸付けを行ったことを裏付けるものではない。 

 以上に述べたところによれば、原告がＰに対して貸付けをしたとの事実はないと認める
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のが相当であり、この認定を覆すに足りる的確な証拠はない。 

 したがって、Ｐに対する貸金債権５億５０００万円については、その存在が認められず、

貸倒損失が生じることの前提を欠くものであるから、これを本件事業年度の損金の額に算

入することはできない。 

イ 原告は、Ｐは、平成元年９月２７日、原告に対し、Ｊの原告に対する借入債務１０億円

を担保するため、額面１０億円の約束手形を差し入れたが、結局、Ｐの倒産によって同手

形は不渡りとなったのであるから、Ｐに対する手形債権は、全額が原告の損金となった旨

主張する。そして、原告は、これを裏付ける証拠として、①原告を貸主、Ｊを借主とする

１０億円の借用証書（甲９の１）、②Ｐを連帯保証人とする１０億円の平成２年１月２５日

付け借用証書（甲５７の１）、③ｍに係る同日付け印鑑登録証明書（甲５７の２）、④原告

に宛てられたｎ有限会社及びＰを共同振出人とする１０億円の約束手形（甲５８）を提出

する。 

 しかしながら、上記④の約束手形には、金融機関作成の不渡付箋が添付されていないか

ら、当該約束手形が不渡りとなったことを裏付けるものではない。また、そもそも、手形

債権は、原因債権と法律上別個の債権ではあっても、経済的には同一の給付を目的とし、

原因債権の支払の手段として機能しこれと併存するものにすぎないから、担保のために振

り出された約束手形が不渡りになったとしても、それによって直ちに当該約束手形に係る

手形債権の金額を損金として計上できるものではない。 

 したがって、Ｐに対する手形債権１０億円を本件事業年度の損金の額に算入することは

できない。 

８ 本件更正処分等の適法性 

（１）本件更正処分の適法性 

 これまでに述べたところに加え、別紙掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば、本件更正処

分（ただし、本件裁決により一部取り消された後のもの。以下同じ。）の根拠及び適法性は、

別紙記載１及び２のとおりであると認められるから、本件更正処分は適法である。 

（２）本件賦課決定処分の適法性 

 これまでに述べたところによれば、本件賦課決定処分（ただし、本件裁決により一部取り

消された後のもの。以下同じ。）の根拠及び適法性は、別紙記載３のとおりであると認められ

るから、本件賦課決定処分は適法である。 

第４ 結論 

 以上によれば、原告の請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することとし、主文のと

おり判決する。 

 

東京地方裁判所民事第５１部 

裁判長裁判官 小林 宏司 

   裁判官 徳井 真 

   裁判官 堀内 元城 
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（別紙） 

本件更正処分等の根拠及び適法性 

 

１ 本件更正処分の根拠 

 被告が本訴において主張する本件事業年度の法人税の所得金額及び納付すべき法人税額等は、

次のとおりである（別表参照）。 

（１）所得金額（順号１３） ２６億３０９４万４１１３円 

 上記金額は、次のアの金額にイの金額を加算し、ウの金額を減算した金額である。 

ア 申告所得（欠損）金額（順号１） △５４１６万１１２７円 

 上記金額は、原告が麻布税務署長に対して、平成１８年２月２８日に提出した本件事業

年度の法人税の確定申告書（乙７）に記載された所得（欠損）金額である。 

イ 所得金額に加算される金額（順号６） ３２億７０３５万５２４０円 

 上記金額は、次の（ア）ないし（エ）の金額の合計額である。 

（ア）損金の額に算入されない借地権の取得価額（Ｊ）（順号２） 

 ２４億９０００万円 

 上記金額は、原告が売却したＤビルの譲渡原価であるとして損金の額に算入したＤビ

ルに係る借地権の取得価額であるところ、同借地権の取得価額は、原告が株式会社Ｊ（以

下「Ｊ」という。）との間の虚偽の不動産売買契約書を作成する等の方法で計上した架空

のものであるから、損金の額に算入されない。 

（イ）損金の額に算入されない支払手数料の額（戊）（順号３） ５億円 

 上記金額は、原告が売却したＤビルの譲渡原価であるとして損金の額に算入した戊（以

下「戊」という。）に対する支払手数料の金額であるところ、同支払手数料は、原告が戊

との間の虚偽の業務委託契約書等を作成する等の方法で計上した架空のものであるから、

損金の額に算入されない。 

（ウ）損金の額に算入されない支払手数料の額（Ｉ）（順号４） ２億８０００万円 

 上記金額は、原告が売却したＤビルの譲渡原価であるとして損金の額に算入したＩ（以

下「Ｉ」という。）に対する支払手数料の金額であるところ、同支払手数料は、原告がＩ

名義の虚偽の領収証を作成させて計上した架空のものであるから、損金の額に算入され

ない。 

（エ）益金の額に算入すべき雑収入の額（順号５） ３５万５２４０円 

 上記金額は、原告がＤビルを売却する際に、有限会社ｑが和解した明渡猶予期限まで

に立ち退かなかったことにより原告が同社から受領した賃料相当の損害金の額であるが、

本件事業年度の決算上雑収入への計上が漏れていた金額である。 

ウ 所得金額から減算される金額（順号１２） ５億８５２５万円 

 上記金額は、次の（ア）ないし（オ）の金額の合計額である。 

（ア）損金の額に算入されるＤビルの取得価額（Ｇ）（順号７） ４億７０００万円 

 上記金額は、原告がＤビルを取得する際にＧに対して支出した正当な借地権の取得価

額であり、本件事業年度の所得金額の計算上、Ｄビルの譲渡原価として損金の額に算入

される金額である。 

（イ）損金の額に算入される支払手数料の額（ｒ株式会社）（順号８） ５３００万円 
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 上記金額は、原告がＤビルを取得する際に口利き料としてｒ株式会社に支出した支払

手数料の額であり、本件事業年度の所得金額の計算上、Ｄビルの譲渡原価として損金の

額に算入される金額である。 

（ウ）損金の額に算入される支払手数料の額（丁）（順号９） １５００万円 

 上記金額は、原告がＤビルを売却する際に、立退業務や売主との交渉等を行っていた

Ｊ代表者の丁（以下「丁」という。）に対して支出した支払手数料の額であり、本件事業

年度の所得金額の計算上、Ｄビルの譲渡原価として損金の額に算入される金額である。 

（エ）損金の額に算入される立退料の額（順号１０） ２５万円 

 上記金額は、原告がＤビルを売却する際に、有限会社ｑに対して支出した立退料のう

ち、上記イ（エ）の雑収入と相殺されたために計上漏れとなっていた金額であり、本件

事業年度の所得金額の計算上、Ｄビルの譲渡原価として損金の額に算入される金額であ

る。 

（オ）損金の額に算入される弁護士報酬の額（順号１１） ４７００万円 

 上記金額は、原告がＤビルに入居していたテナントに対する建物明渡請求訴訟に係る

費用等として、ａ弁護士（以下「ａ弁護士」という。）に対して支出した弁護士報酬の額

であり、本件事業年度の所得金額の計算上、損金の額に算入される金額である。 

（２）所得金額に対する法人税額（順号１４） ７億８８６４万３２００円 

 上記金額は、前記（１）の所得金額（ただし、国税通則法１１８条１項の規定により１０

００円未満の端数金額を切り捨てた後のもの。）に、法人税法（ただし、平成１８年法律第１

０号による改正前のもの。以下同じ。）６６条１項及び２項、経済社会の変化等に対応して早

急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律（平成１８年法律第１０号によ

る廃止前のもの）１６条に規定する税率を乗じて計算した金額である。 

（３）課税留保金額 ７億３５２３万４０００円 

 上記金額は、次のアの金額からイの金額を控除した金額（ただし、国税通則法１１８条１

項の規定により１０００円未満の端数金額を切り捨てた後のもの。）である。 

ア 留保所得金額 １６億５６０６万５２５８円 

 上記金額は、本件事業年度の法人税の確定申告書（乙７）における留保金額マイナス７

７１４万７６４０円に前記（１）イの金額を加算し、同ウの金額を控除した金額２６億０

７９５万７６００円から、次の（ア）及び（イ）の金額を控除した金額である。 

（ア）前記（２）の金額 ７億８８６４万３２００円 

（イ）前記（２）の金額に２０．７パーセント（法人税法６７条３項柱書き、同法施行令〔平

成１８年政令第１２５号による改正前のもの〕１４０条）を乗じた金額 

 １億６３２４万９１４２円 

イ 留保控除額 ９億２０８３万０４３９円 

 上記金額は、法人税法６７条３項１号の規定により、前記（１）の所得金額２６億３０

９４万４１１３円に１００分の３５を乗じて算出した金額である。 

（４）課税留保金額に対する税額（順号１５） １億４０５４万６８００円 

 上記金額は、前記（３）の課税留保金額に、法人税法６７条１項に規定する税率を乗じて

算出した金額である。 

（５）法人税額計（順号１６） ９億２９１９万円 
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 上記金額は、前記（２）の金額と前記（４）の金額との合計額である。 

（６）納付すべき法人税額（順号１８） ９億２９１９万円 

 上記金額は、前記（５）の金額と同額である。 

（７）既に納付の確定した法人税額（順号１９） ０円 

 上記金額は、本件事業年度に係る法人税の確定申告により納付すべき法人税額である（乙

７）。 

（８）差引納付すべき法人税額（順号２０） ９億２９１９万円 

 上記金額は、前記（６）の金額から前記（７）の金額を差し引いた金額であり、原告が新

たに納付すべき法人税額である。 

２ 本件更正処分の適法性 

 被告が本訴において主張する本件事業年度の所得金額及び納付すべき法人税額は、前記１

（１）及び（８）で述べたとおり、それぞれ２６億３０９４万４１１３円及び９億２９１９万

円であるところ、本件更正処分（本件裁決により一部取り消された後のもの。以下同じ。）にお

ける所得金額及び納付すべき法人税額は、いずれも上記被告主張額と同額であるから、本件更

正処分は適法である。 

３ 本件賦課決定処分の根拠及び適法性 

 国税通則法６８条１項は、同法６５条１項の規定に該当する場合において、納税者がその国

税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装

し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該納税

者に対して、重加算税を課する旨規定している。 

 しかるに、原告は、本件事業年度において、虚偽の不動産売買契約書等を作成する等の方法

で架空の譲渡原価を計上し、損金の額に算入することにより固定資産売却益を圧縮していたの

であり、原告の当該行為は、国税通則法６８条１項所定の「課税標準等又は税額等の計算の基

礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したとこ

ろに基づき納税申告書を提出していたとき」に該当することは明らかであるから、本件更正処

分により新たに納付すべきこととなった法人税額については、同項の規定に基づき、同法６５

条の過少申告加算税に代えて重加算税が課されることとなる。 

 そして、本件更正処分は適法であるところ、被告が本訴において主張する本件事業年度の法

人税に係る重加算税の額は、本件更正処分により原告が新たに納付すべき法人税額９億２９１

９万円に、国税通則法６８条１項の規定に基づき１００分の３５の割合を乗じて計算した３億

２５２１万６５００円（別表順号２２）であるところ、本件賦課決定処分（本件裁決により一

部取り消された後のもの。以下同じ。）の額は、上記被告主張額と同額であるから、本件賦課決

定処分は適法である。 

以上 
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別表 省略 


